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消防計画作成ガイドライン（改訂版） 

第１ 消防計画の概要 

１ 消防計画とは 

消防法（昭和 23年法律第 186号。以下「法」という。）においては、防火対象

物（※）におけるソフト面での予防体制の基本をなすものとして、防火管理制度

及び防災管理制度（以下「防火・防災管理制度」という。）が設けられている。

これは、火災・災害の発生を防止し、被害を軽減するために、必要最小限度の義

務を防火対象物の所有者・管理者・占有者等に課しているものである。

防火・防災管理制度においては、管理について権原を有する者（管理権原者）、

すなわち防火対象物の管理行為を法律、契約又は慣習上当然行うべき者（一般に

は防火対象物の所有者、管理者、占有者が該当する）が、一定の資格を有する防

火管理者及び防災管理者（以下「防火・防災管理者」という。）を選任して、管

理権原者の指示のもとに消防計画を作成し、防火管理上及び防災管理上必要な業

務（以下「防火・防災管理業務」という。）を行わせることとしている（法第８

条及び法第 36 条により準用する法第８条。防災管理者の選任が義務付けられた

建築物等では防災管理者が防火管理者の行うべき防火管理上必要な業務を行う

こととされている。）。

また、必要とされる防火・防災管理業務の内容は、防火対象物ごとに異なるた

め、法令基準に基づいて画一的に行わせるのではなく、個々の防火対象物ごとの

防火・防災上の危険要因に応じて、防火・防災管理者が作成した消防計画に基づ

いて実施することが必要である。これは、ハード面の安全対策（消防用設備等な

ど）については具体の措置内容が技術基準で確保されているのと対照的である。 
このように、消防計画は、当該防火対象物における防火・防災管理制度におけ

る基本方針として位置付けられるものである。

※ 法においては、山林又は舟車、船きょ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築

物その他の工作物若しくはこれらに属するものを防火対象物としており、法第

８条では政令で定める防火対象物について防火管理制度を義務付けている。一

方で法第 36 条では建築物その他の工作物のうち政令で定めるものに防災管理

制度を義務付けており、当該政令では一定の防火対象物を定めている。このた

め、本ガイドラインでは防火・防災管理制度を義務付けている対象としては「防

火対象物」の語を統一的に用いるものとする。

1



２ 対象となる災害 

本ガイドラインの対象とする災害は、防火管理業務の対象となる災害である火

災、地震その他の災害及び防災管理業務の対象となる災害である地震及び毒性物

質の発散等による災害である。 

消防法においては、従来から、法第８条により、火災の予防及びその被害の軽

減のため、消防計画を定めこれに基づき防火管理上必要な業務を実施することと

されている。 

法第 36 条により、火災以外の災害のうち政令で定めるものについて、その被

害の軽減のため特に必要のある建築物に上記規定が準用されることとなったが、

これに基づき防災管理上必要な業務を実施する必要がある災害としては、東海地

震、東南海･南海地震、日本海溝･千島海溝周辺海溝型地震や首都直下地震の発生

の切迫性の指摘が法改正の契機となったことからも、まず地震への対応が定めら

れている。 

また、大規模・高層の防火対象物においては、地震以外の災害についても在館

者の迅速かつ円滑な避難が必要となるような災害については、その種類を問わず

最低限取り組むことが求められるものとして、少なくとも通報連絡及び避難誘導

については取り組むべきものであるため、その代表的な事例として、毒性物質の

発散等（毒性物質（化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律（平成７

年法律第 65号）第２条第１項に規定する毒性物質をいう。）若しくはこれと同等

の毒性を有する物質の発散、生物剤（細菌兵器（生物兵器）及び毒素兵器の開発、

生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律（昭和 57 年

法律第 61号）第２条第１項に規定する生物剤をいう。）若しくは毒素（同条第２

項に規定する毒素をいう。）の発散、放射性物質若しくは放射線の異常な水準の

放出又はこれらの発散若しくは放出のおそれがある事故）が定められている。 

３ 消防計画に係る手続き等 

(1) 使用開始前における届出

管理権原者は、防火・防災管理制度を遵守するため、防火対象物の使用開始

前に、防火・防災管理者を選任し、遅滞なくその旨を所轄消防長又は消防署長

に届け出ることが必要である。

また、防火・防災管理者は、管理権原者の指示を受けて、防火対象物の使用

開始前に、消防計画を作成し、その旨を所轄消防長又は消防署長に届け出るこ

とが必要である。

なお、これらの届出は、使用開始後における防火・防災管理者の選任（解任）、

消防計画の変更の際にも必要となる。防火対象物においては、管理権原変更の

際の手続きや定期的な把握、計画の見直し等について規程類を整備しておくこ

とが重要である。

2



(2) 使用開始後の点検報告

多人数を収容する一定の用途、構造の防火対象物の管理権原者に対しては、

火災の予防及びその被害の軽減に関する専門的な知識を有する者（防火対象物

点検資格者）に、防火管理上必要な業務や消防用設備等の設置状況等について

定期点検の実施及びその結果の消防長又は消防署長への報告を義務付けてい

る（防火対象物点検報告制度。法第８条の２の２）。

また、防災管理制度が義務付けられている防火対象物の管理権原者に対して

は、災害による被害の軽減に関する専門的な知識を有する者（防災管理点検資

格者）に、防災管理上必要な業務について定期点検の実施及びその結果の消防

長又は消防署長への報告を義務付けている（防災管理点検報告制度。法第 36

条により準用する法第８条の２の２）。

この点検は１年に１回行う必要があり、これにより管理権原者による防火対

象物の管理業務の消防法令への適合を確保するとともに、この結果点検対象事

項が点検基準に適合している場合に表示（点検表示）を行うことにより防火対

象物の利用者等への基準適合性に係る情報提供が行われることとなる。なお、

両点検制度において、一定期間（３年間）以上継続して消防法令の基準に適合

している防火対象物については、一定期間（３年間）定期点検報告義務が免除

される認定を受けることができるほか、その認定を受けた表示（認定表示）を

行うことができることとしている。

(3) 消防機関の役割

消防機関は、防火・防災管理者の選任（解任）の届出、消防計画の届出、統

括防火・防災管理者の選任（解任）の届出、全体についての消防計画の届出を

受理するとともに、消防計画の作成にあたって指導助言を行い、また防火対象

物点検報告制度及び防災管理点検報告制度による点検結果の報告等によって

防火・防災管理業務の実施状況の把握を行い、必要な指導等を行うこととなる。

さらに、火災予防上必要があるときは立入検査や資料提出命令等によりその状

況の確認を行うことができる。

この結果、防火・防災管理業務が法令又は届出を受けた消防計画に適合して

いない場合には措置命令等を行うことができることとなっている。

４ 消防計画に定める内容 

消防計画は、防火・防災管理の基本方針であり、応急活動上の訓練の実施、消

防用設備等の点検・整備、火気の使用・取扱いに関する監督、避難・防火上必要

な構造・設備の維持管理、収容人員の管理など、防火・防災管理業務を行う上で

必要な事項を定めるものである。

法令上の整理としては、防火管理業務については防火管理者が防火管理に係る

消防計画を定め、防災管理業務については防災管理者が防災管理に係る消防計画
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を定めることとなるが、両者の整合性のとれた一体的な運用が確保されることが

必要であり、このため、防火・防災管理業務全体について両方の規定を満足する

よう一つの消防計画を定めることが効率的である。

(1) 防火・防災管理業務の内容

消防計画においては、火災・大規模地震等の予防・被害の軽減を図るために

必要な防火・防災管理業務について定めることとされている。

これらの事項については、防火対象物の位置、構造及び設備の状況並びにそ

の使用状況に応じ、社会通念上要求される安全性が一定のレベルで確保される

ことを目標として、人命の確保や二次災害の防止が十分図られるよう、計画内

容を定めることが必要である。また、市町村条例等により地域特性に応じた防

火・防災管理業務の実施が求められている場合にはそれを満足するように消防

計画を作成することが必要である。

なお、消防計画に定めることとされている訓練を実際に行う場面においては、

防火対象物ごとに規模、用途、収容人員、建築物の防火・防災上の特徴（超高

層の建物であり、在館者が屋外まで避難するのに時間を要する等）等を踏まえ

た訓練内容をできるだけ具体的に定めるとともに、訓練の実施方法についても、

放送設備等を活用した順次避難訓練や本部隊におけるシナリオ非提示型図上

訓練等の導入を考慮することが望ましい。

(2) 消防計画の作成単位

消防計画は管理権原の及ぶ範囲について作成することが必要である。この場

合において、管理について権原を有するものが複数存する防火対象物の場合に

は、個々の管理権原者単位（すなわち選任された防火・防災管理者単位）で防

火・防災管理者を定め、消防計画を作成させ、防火・防災管理上必要な業務を

行わせることが必要である。また、統括防火・防災管理者の選任義務がある防

火対象物については、協議して統括防火・防災管理者を定めるとともに、全体

についての消防計画を作成させ、防火対象物全体についての防火・防災管理上

必要な業務を行わせることが必要である。

一方、同一敷地内に管理について権原を有するものが同一の者である防火対

象物が二以上あるときは、それらの防火対象物は一の防火対象物とみなすため、

消防計画は敷地単位で作成することとされている。

本ガイドラインの対象となるような大規模・高層の防火対象物においては、

当該建築物等を含め、関係のある防火対象物全体において防火・防災管理上必

要な業務が適切に行われるよう、それぞれの管理権原の範囲や役割分担を明確

にし、共通の認識に基づいて個々の消防計画及び全体についての消防計画を作

成することが特に重要である。

また、自衛消防組織については、自衛消防組織の設置対象となる用途部分の

管理権原を有する者が設置義務を負い、また当該管理権原者が複数あるときは
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共同して自衛消防組織を置くこととされているが、火災等の災害の発生時にお

いて、初期消火、避難誘導等の自衛消防活動が防火対象物全体で効果的に実施

されるように、本部となる防災センターと各地区隊が一体となった活動体制を

防火対象物の全ての領域で構築すること及びそのための具体的な活動要領や

指揮命令体系を消防計画に定めておくことが必要である。

(3) 時間的な対応範囲

消防計画に基づく防火・防災管理業務は、平常時の予防的措置と災害時の応

急的措置に大別することができる。いずれについても、人命安全の確保や二次

災害の防止等の観点で行われるものであることから、災害発生時の応急対策を

実施する時間的範囲としては、災害発生時点から、それによる生命・身体・財

産の被害の軽減のために行う活動を実施し、それが全て終了する時点（つまり

これ以上被害が拡大するおそれがなくなる時点）までとなる。

５ 災害想定に基づいた消防計画の作成 

個々の防火対象物の状況に応じ社会通念上要求される防火・防災管理業務の実

施を確保するためには、当該防火対象物における危険性を客観的に把握し、これ

に的確に対応することのできる体制を整備することが必要となる。この社会通念

上の要求レベルに相応するものとして、本ガイドラインの対象となる防火対象物

においては、必要となる防火・防災管理業務を検討する上で考慮すべき危険性を

包含するものとして、一定の規模の地震の発生を想定し、これに伴う被害態様を

あらかじめ評価することによって、これに対する人命安全の確保や二次災害防止

のために必要な活動内容を整理の上、これらに対処するための組織、人員、物資、

資機材、活動要領等が確保されるように消防計画を作成することが必要である。 
これにより、火災についても相応した対応を行うことが可能と考えられる。ま

た、毒性物質の発散等への対応については、その特殊性や人為的な要素が大きい

ことから、個別に災害の態様を想定することは困難であり、地震等の災害への対

応を想定した計画を応用して活用できる範囲で対応を行うことで足りるもので

あると考えられる。

消防計画の作成上想定すべき地震の規模としては、当該防火対象物における最

大規模のものを想定する必要がある。本ガイドラインにおいては、共通的に少な

くともおおむね震度６強程度の地震は考慮することとし、さらに地域防災計画に

おける想定地震災害の規模や、建築基準法の耐震設計の考え方における「存在期

間中に遭遇する可能性がある最大級の地震規模」等も併せて考慮の上、適切な強

さの地震を想定することとする。また、震度６弱程度の地震が短時間に複数回発

生する想定も効果的であると考えられる。

なお、具体的な被害態様や必要な対応行動の内容等の具体的想定手法について

は、防火・防災管理業務の多様性や、今後の技術的な発展を促進する観点から、
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一律な方法に限定するのではなく、防火対象物側の自主的な取組みに委ねること

が適当と考えられる。しかしながら、対策を要する被害程度を過小評価すること

のないよう、また想定被害に応じた対応が不適切なものでないように、一定の合

理性が確保されている客観的な手法によることが必要である。

＜消防計画作成の一般的な手順＞

(1) 防火対象物の状況の調査・分析

防火対象物の利用形態、建物形態、設備等の状況を調査し、特徴等を分析す

る（建物設計時の基本計画等を参考にすることが効果的・効率的）。

－利用形態

政令別表用途、事業形態、在館者の人数、空間・時間分布、特性（特定者か

不特定者か、ハンディキャップの有無等）

－建物形態

敷地配置、規模、階層、主要構造、主要区画、複数棟がある場合の接続形態

－設備等の状況

設置されている消防用設備等、防火設備（防火戸・シャッター）、非常照明、

排煙設備、非常用エレベーター、非常用進入口、その他防火防災上活用可能

な設備等（監視カメラ、汎用放送設備、通信設備、非常電源等）

－事業形態ごとの特徴

－劇場等：非常に多数の在館者、火気使用

－百貨店等：多数の不特定の在館者、売場内の避難経路、バックヤードの存在、

多数の従業員管理の困難性

－旅館・ホテル等：夜間の対応の必要、火気使用

－病院・社会福祉施設：多数の自力避難困難者、休日夜間対応の必要

(2) 被害態様の評価

具体的な災害の発生を想定し、その被害態様の全体像（①建物等の基本被

害②建築設備等被害③避難施設等被害④消防用設備等被害⑤収容物等被害⑥

ライフライン等被害等）を評価する（大規模地震による被害の基本的な想定手

法についての詳細は別冊１を参照）。

なお、建物構造や避難施設等が大きく損壊するおそれがある場合には、必要

強度の確保が合理的な計画作成の前提として必要となることに留意すべきで

ある。

(3) 防火・防災安全上の目標設定

当該防火対象物における防火・防災安全上の目標を設定する。基本的な目標

は、まず第一に利用者の人命・身体安全の確保であり、その後は二次災害の防

止となる。それら基本的な目標の達成を判断するための具体的な指標（例えば

避難を完了させる時間・被害の及ぶ範囲を局限化する規模等）を検討する。防
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火対象物の実情や災害の態様に応じて、具体化された指標に変動が生じ得るこ

とに留意が必要である。

(4) 対応行動の具体化

目標を達成するための対応行動の具体化（一定時間内の通報・初期対応体制、

一定規模の避難誘導体制等）を行い、これを実施することが出来る体制が構築

されるように、消防計画に盛り込むべき事項（体制の構築方法、具体的対応行

動の実施計画の内容）を決定する（自衛消防組織の編成についての詳細は別冊

２を参照）。

なお、大規模地震に対し必要となる応急対策を勘案すると、従来から対策が

講じられている火災との比較において、活動項目や組織体制は共通する点が多

いと考えられるものの、想定される被害の形態や影響範囲の違い等に起因して、

具体の活動内容には異なる点が存することに留意が必要である。

(5) ＰＤＣＡサイクルの採用

被害の想定や必要な対応行動が十分かどうか、それに応じた体制が備えられ

ているかどうか等について、訓練等を通じて定期的に見直し、改善していく仕

組み（ＰＤＣＡサイクル）を消防計画に盛り込んでおくことが必要である。
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第２ 具体的な消防計画の構成 

大規模地震等に対応した消防計画の構成の標準的な例と記載上のポイントは以

下のとおりである。なお、この例は管理権原が単一の場合の消防計画及び管理権原

が複数の場合の全体の消防計画について記述したものであり、管理権原が複数の場

合の個々の消防計画については、以下の内容のうち当該管理権原の部分に関する内

容について記載することとなる。

また、この例は防火管理に係る消防計画及び防災管理に係る消防計画の両方の内

容を含む一つの消防計画として作成したものであるが、防火管理及び防災管理に係

る消防計画をそれぞれ作成する場合には、両者の内容に齟齬が無いように十分慎重

に検討を行って作成することが必要である。

これらの記載上のポイントについては消防法施行規則の規定に基づき標準的に

消防計画に盛り込まれる事項だけでなく、盛り込むことが推奨される事項も含まれ

ているが、当該推奨事項を盛り込むかどうかの選択は防火対象物の判断に委ねられ

ているものである。

地震災害特有の対応事項と事業所における消防計画の内容の概要等、個別事項の

解説については別冊４を参照。 

自衛消防組織設置対象物における自衛消防隊の活動要領、複数の防火対象物間に

おける連携体制の構築については別冊５を参照。 

※ ○印：標準的に盛り込まれる事項、●印：盛り込むことが推奨される事項

１ 総則的事項：消防計画の目的、適用範囲、管理権原 

(1) 消防計画の目的等に関する事項

ア 消防計画の目的

○ 地震、火災、その他の災害を対象に、その災害発生の防止と被害の軽減

を目的としたものであることを記載する。

イ 消防計画の適用範囲（場所・人）

○ 管理権原が分かれているかどうかに関わらず、建物全体（敷地を含む）

を対象とした一体となった消防計画として作成し、管理権原が分かれてい

る場合には個別の管理権原ごとにもその役割・権原に応じて個別の消防計

画を作成する。

○ 従業員・利用者全てを含め、在館者全てを対象として消防計画を作成す

る。

ウ 管理権限の範囲

○ 管理権原が分かれている場合、その権限・責任の範囲を明確に記載する

（平常時の管理区分が明確でない場合や空間的な重複があるような場合

にも防火・防災管理上の空白が生じないように防火・防災管理責任の範囲

を明確化する。）。
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○ 指定管理者制度、不動産信託制度、ＰＦＩ、ＳＰＣのような管理形態で

の管理責任関係について明確に記載する。

○ 防火・防災管理業務の一部委託を行う場合の権限委任や管理責任関係に

ついて明確に記載する。

○ 管理責任状況の定期的な把握手段、変更時の消防計画変更手段について

記載する。

エ 災害想定及びＰＤＣＡサイクル（消防計画の見直しを着実に実施するため

の手順等）

○ 地震発生時における被害の想定の実施及び当該想定被害に対応した対

策の具体的な内容について記載する（別冊１参照）。

○ 定期的な検討、訓練による検証等を踏まえた継続的な消防計画の見直

し・改善を着実に実施するための手順等を明確に記載する。

○ 消防計画を定期的に検討・見直しを行うことを明確に記載する。

○ 消防計画の記載事項の変更が生じた場合には見直しを行うことを記載

する。

（例）人事異動、事業所の組織変更、防火対象物の変更、類似した防火対象物

からの火災事例が発生した場合等

○ 消防計画の適否を確認することも目的として訓練を実施し、実施結果の

検証により消防計画の必要な見直しを行うことを記載する。

○ 消防計画を見直すための組織等について記載する。

（例）防火・防災管理委員会（仮称）、防火・防災管理協議会（仮称）による

検討 

(2) 防火・防災管理者等に関する事項

ア 防火・防災管理者及びその権限、業務、防火・防災管理組織

○ 防火・防災管理者が誰であるかを明確に記載する。

○ 管理権原が分かれている場合に統括防火・防災管理者との関係について

明確に記載する。

○ 防火・防災管理者の委託を行っている場合にその委託関係及びその手続

きを明確に記載する。

○ 防火・防災管理者に防火・防災管理業務上与えられている権限と行うべ

き業務を明確に記載する。

○ 防火・防災管理者を補完する組織（防火・防災管理委員会等）の構成（管

理権原者、防火・防災管理者、自衛消防組織の統括管理者、地区隊長等）、

開催方法（時期）、審議内容について具体的に記載する。
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２ 予防的事項 

(1) 共通的事項

ア 予防的活動に係る組織体制

○ 防火・防災担当責任者、火元責任者について、その任にあたる者、責任

区分、業務内容を明確化する。

イ 自主チェックに係る組織体制

○ 防火・防災管理者（及びその組織）による自主チェックの方法、実施計

画について具体化する。

○ 法第８条の２の２による防火対象物定期点検報告（法第３６条による準

用を含む）の対象となっている場合、その実施方法等について具体化する。 
○ 消防用設備等の点検報告の実施方法等について具体化する。

○ その他防火・防災安全に係る点検等チェック体制について具体化する

（連動シャッターの動作点検等）。

ウ 記録に係る事項

○ 防火・防災管理上必要な書類等について編冊した防火・防災管理維持台

帳を作成し、整備・保管することを具体化しておく（具体的書類名、管理

責任、管理場所等）。

エ 休日・夜間等の対応に係る事項

○ 終日の利用状況を確認し、防火・防災管理体制の空白がないようにする。 
オ 工事中の安全対策に係る事項

○ 建物の一部が工事等をしている場合の防火・防災管理体制について明確

化しておく（工事中の消防計画の作成等）。

カ 定員管理に係る事項

○ 在館者の状況について常時確認し、必要に応じて制限を行うことについ

て、その責任主体・実施方法を明確化しておく。

(2) 火災に特有の内容

ア 火気管理等出火防止対策

○ 火気使用設備の管理、喫煙制限等火気使用の制限について明確化する。 
○ 臨時の火気使用に必要な手続き・安全措置等について明確化する。

イ 危険物等の管理

○ 危険物等の貯蔵、取扱い、種類・数量変更に必要な手続き・安全措置に

ついて明確化する。

ウ 避難施設・防火上の構造等の管理

○ 避難施設・防火設備等の管理についてその責任者・範囲・管理方法等に

ついて明確化する。
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(3) 地震に特有の内容

ア 建物等の耐震診断等

○ 地震発生時の建築物・設備の安全性を確認するための耐震診断の実施そ

の他必要な措置を行うこと等を記載する。

○ 災害想定・目標設定に応じた安全性が確保されていることを確認する

（想定している地震のレベルと建物強度、耐震措置等に不整合等が生じて

いないか。）。

○ 平常時において建築物・設備の地震に対する安全性を確認するための措

置を行うことを記載する。

イ 収容物等の転倒・移動・落下防止

○ 収容物等の転倒・移動の防止、落下のおそれのある物品等への対応の実

施について記載する。

○ 収容物等の転倒・移動の防止の実施に関し、責任主体、実施方策、維持

点検方策について記載する。

○ 落下のおそれのある物品等への対応に関し、責任主体、実施方策、維持

点検方策について記載する。

ウ 地域防災計画との調整

○ 消防計画の作成・見直しの際の、火災に関する消防計画、地域防災計画、

その他災害時の業務計画等との関係の整理・調整のための組織体制、整

理・調整の考え方を記載する。

（例）当該建物が広域避難場所、災害医療拠点となっていたり、指定公共機関

としての活動等を行う場合、当該活動についての地域防災計画・防災業

務計画等における活動内容と消防計画の内容が整合しているかどうか

消防計画作成時に確認し、定期に見直しを行う等

エ 地震の対応に特有の設備等の設置、物資の確保

○ 地震災害時に最低限必要な物資等（自衛消防組織が使用する資機材、消

耗品、食料等の物資）について、平常時から確保しておくべき数量等（活

動計画等から算定する）及び点検交換等がきちんと行われるようにチェッ

ク体制や更新期限等を記載する。

（例）物資等の管理者を定め、管理記録を作成する。

● 緊急地震速報を活用する場合の機器の導入や維持管理体制その他必要

な事前準備等について明確に記載する。
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３ 応急対策的事項 

(1) 共通的事項

※ 別冊３参照

ア 自衛消防組織の編成

○ 自衛消防組織の編成及び人員の構成を具体的に記載する。

○ 自衛消防組織が行う業務に係る活動要領を具体的に記載する。

○ 必要な人的体制について、災害想定・目標設定により導き出される規

模・能力が確保されるようにする。

○ 地震時等、活動できる人数が制約されたときの実施事項の優先度を明確

に記載する。

○ 複数の管理権原者に分かれている防火対象物の場合は、全体としての自

衛消防組織の編成及び人員、共同して設置する自衛消防組織に関する協議

会の設置及び運営、自衛消防組織の統括管理者の選任方法、自衛消防組織

の活動範囲その他共同しておく自衛消防組織の運営に関し必要な事項に

ついて記載する。

○ 大きな用途区分毎（物品販売店舗と事務所等）や棟・区画の区分毎に地

区隊を編成する場合は、その構成を記載する。

○ 本部隊・地区隊別に体制・任務・統括する者を明確化し記載する。

○ 各班の任務内容・統括する者を明確化し記載する。

○ 活動時における管理権原者、防火・防災管理者、自衛消防組織の統括管

理者、各地区隊・各班の統括する者の権限及び任務を明確に記載する。

○ 防災センターの位置付け、体制、指揮管理体制について明確化し、記載

する。

● 複数の防災センターを設ける場合、以下の内容を行う旨を記載する。

・消防機関への通報については、災害が発生している場所の監視制御を行

っている防災センターから通報する事例が多いが、その際、通報した旨

を他の防災センターにも連絡するなどして情報共有を図る。

・防災センター等に勤務する委託者（警備会社等）との契約内容により、

災害対応に支障を来すことのないように連携体制を構築する。

イ 自衛消防組織の運用体制

○ 昼夜・営業時間内外において必要な体制が確保されるように平常時の体

制、非常時の対応について具体化し記載する。 

○ 防災センターと自衛消防組織の構成員の情報伝達、指揮命令系統につい

て具体化し記載する。 

○ 応急活動のための従業員の出社、自宅待機、退社等に係る手順について

記載する。
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ウ 自衛消防組織の装備

○ 自衛消防組織の有する装備等の保管場所、種類・数量について記載する。 
○ 装備等の維持管理体制について明確に記載する。

（例）管理責任者を定め、定期的な点検の結果を整備記録に記載する。

エ 指揮命令体系

○ 緊急時の指揮命令体系（防災センター・自衛消防本部の設置、構成員、

権限等）について記載する。

（例）自衛消防本部は、管理権原者（又は指定された者）の判断により設置す

る。

自衛消防組織の統括管理者が不在となる場合に備えて複数の代行者を

定め、自衛消防活動に必要な権限を付与するとともに、代行の優先順位

を定める。 

○ 活動を開始する時期（タイミング）を明確化し記載する。

（例）自衛消防本部は、自衛消防組織の統括管理者の判断により活動を開始す

る。

○ 自衛消防の業務の一部を委託する場合の指揮命令系統を明確に記載す

る。 

オ 地下街等で接続された建築物である場合における避難対策

● 地下街等との接続がある建物の場合、建築物等において災害が発生した

場合における在館者の避難は、原則として、建築物等をまたいだ避難では

なく、当該建築物等において避難が完結するように避難経路や誘導方策を

定める。ただし、災害の規模や態様により、当該建築物等だけでは避難が

完結しない場合に備えて、地下街等の接続部を活用した避難経路や誘導方

策も定める。 

(2) 火災に特有の内容

ア 火災発見時の措置

○ 火災発見時の活動要領を具体的に記載する(発見手段・手順）。

イ 通報連絡

○ 消防機関や関係機関との通報連絡の活動要領を具体的に記載する。

● マスコミ等に対して広報対応を行う場合の体制等を盛り込む。

ウ 消火活動

○ 消火活動の活動要領を具体的に記載する。

エ 避難誘導

○ 避難誘導の活動要領を具体的に記載する。

○ 当該建物の特徴に応じた避難の基本方針を明確に記載する（水平避難の

可否、全館避難・部分避難の選択、避難方向の選択）。

○ エレベーターの使用制限及びその管理方法等について記載する。
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● 高層の建物の場合、避難階到着まで長時間を要する場合の避難対策につ

いて、防火区画等を活用した水平方向への避難、避難途中階の一時避難場

所を活用した避難について検討し具体化する。

オ 安全防護措置

○ 安全防護措置（防火戸・シャッター、排煙口等の操作、危険物・漏洩ガ

ス等の応急防護措置、活動上支障となる物件等の除去等）の活動要領を具

体的に記載する。

カ 救出救護

○ 救出救護（逃げ遅れ者の救出、負傷者の救護等）の活動要領を具体的に

記載する。

キ 消防機関への情報提供、案内

○ 現着する消防機関への情報提供や案内の活動要領を具体的に記載する。 
○ 消防機関と自衛消防組織との指揮調整方法、消防機関指揮本部の設置場

所（防災センター等）を記載する。 

(3) 地震に特有の内容

ア 発生時の初期対応

○ 危険場所からの待避、パニック防止のための放送、出火防止措置、自衛

消防組織の活動開始等の手順を記載する（緊急地震速報を活用している場

合にはその対応を具体的に記載する（短時間であり明確な手順化・シーケ

ンス化が必要）。）。

○ 地震発生時には身の安全を第一とし、大きな揺れがおさまった後、組織

的な活動を開始することを記載する。

○ パニック防止のために冷静な行動を促す放送を防災センター等から行

うこととし、地震発生時の館内放送の文例、事前の周知や訓練方法等を記

載する。

○ 防災センターにおいて、気象庁の地震情報、津波情報、緊急地震速報等

の情報収集を行うことを記載する。

○ 一定震度以上の地震が発生した場合には、管理権原者（又は指定された

者）の指示がなくても自衛消防本部を設置し、活動を開始するよう記載す

る。このとき、関係者の情報共有の方法についても明確にする。

○ 関係者・関係機関への連絡手段・手順を明確化する。

○ 防火対象物関係者・関係行政機関等への連絡網を作成し記載する。

○ （通報の重複を避けるため）火災発生時や要救助者発生時の消防機関へ

の通報を誰が行うか記載する。

● 緊急地震速報を活用する場合は、その初期対応フロー等について記載す

る。
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○ 地震発生時、低層階と高層階の感知器が同時に発報し、全館一斉鳴動と

なり、避難階段に在館者が殺到し、避難渋滞が発生することが想定される

ため、全館一斉鳴動時の対応方法を記載する。

イ 発生時の被害状況の確認

○ 建物全体の被害情報の確認手段・情報収集、情報集約手順について具体

的に記載する。

（例）総合操作盤、自動火災報知設備、監視カメラ、設備モニタ、従業員等か

らの速報により把握する。

自衛消防組織の統括管理者は、各地区隊の通報連絡班からの情報により、

被害情報を確認する。

自衛消防組織の統括管理者は、収集した情報を必要に応じて在館者に伝

達する。 

○ 必要情報の整理・分析手順について具体的に記載する

（例）負傷者数、閉じ込め者数、火災等二次災害の有無、構造等損壊等

○ 被害の内容、程度に応じた対応優先順位の判断方法等を記載する。

（例）人命優先、避難手段確保優先、機能維持優先等

ウ 救出救護

○ 落下物、転倒物や飛散ガラス等による救出救護について記載する。

○ 建物損壊等による閉じ込め救助等の資機材、活動要領等について記載す

る。

（例）チェーンソー等危険が伴う救助資機材は、取扱いに習熟した者が行うこ

と。

○ 救護場所の設置について記載する。

○ 応急救護班の行う応急手当、医療機関への搬送方法等について記載する。 
エ エレベーター停止等への対応

○ エレベーターが停止した際の対応策について記載する。

（例１）エレベーター会社との連絡体制、復旧対応について記載する。

（例２）エレベーター会社の安全確認までは使用停止させることを記載する。 
（例３）エレベーター停止を想定した被災状況の確認や現場駆け付けの方法を

記載する。

（例４）閉じ込め者が発生した場合の救出方法について記載する。

（例５）非常開錠キーの使用方法・救出手順（正常な停止位置からのずれによ

る対応の違い）、技術者・専門知識の確保等について記載する。

○ エレベーター会社の行うエレベーター閉じ込め時の救出講習等に参加

し、救出能力の向上を図ることを記載する。

オ 地震による出火防止への対応

○ 同時多発的出火への対応方法を明確化し記載する。
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（例）大きな揺れがおさまった後、電源・燃料等の遮断を行う。

○ 迅速な火災対応を記載する（通常火災への対応の準用）。

カ 避難施設・建物損壊への対応

○ 避難施設の損壊を想定した代替経路の選定手順等について記載する。

○ 建物の損壊状況を点検し、応急措置、使用制限等について記載する。

○ 消防用設備等の点検を行い、異常の有無を確認し対処するよう記載する。 
（例１）スプリンクラー設備等の損壊を想定した火災時の対応方法の明確化等

について記載する。

（例２）区画損壊等に対応した応急措置（関連区画への立入禁止措置等）につ

いて記載する。

キ インフラ等の機能不全への対応

○ 停電への対応（非常電源の確保、携帯用照明器具等の確保、再通電に備

えた対応）について記載する。

○ 断水（消火用水等の確保、建物全体が保有している水量の把握・確保、

漏水対応等）への対応について記載する。

○ 通信障害への対応（緊急連絡方法の複数化、無線手段の確保等）につい

て記載する。

○ 交通障害への対応（一定期間の孤立化に備えた活動体制の整備、代替的

移動手段の確保等）について記載する。

ク 避難誘導

○ 避難誘導の活動要領を具体的に記載する。

○ 建物の耐震性、周辺地域の危険性、収容人員の人数、移動障害の有無、

帰宅困難者の人数等を踏まえて、地震規模ごとに避難するか在館するか

（避難する場合の方法（全館一斉、全館逐次、部分等）を含む）の判断基

準を定める。

○ 防火対象物内の危険箇所をあらかじめ周知させ、具体的な避難方法を記

載する。

○ 避難又は在館時の避難先又は一次待避の場所、誘導方法、誘導開始時期、

誘導実施者を定める。

（例１）一時待避場所（安全区画）を指定し記載する。

（例２）近隣区画への移動の手順を記載する（自力避難困難者への対応につい

て具体化する。）。

（例３）自力避難困難者については、支援体制が確立するまでの介助要員を指

定し、記載する。

○ 誘導時に逃げ遅れの有無をどのように確認するかを記載する。

○ 避難誘導路の事前の確保（確認）方法を記載する。
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（例）障害物の除去、照明の確保

ケ 災害復旧等の活動との調整

○ 災害復旧作業に伴う二次災害発生防止の措置を記載する。

（例）「火気使用設備、電気器具等からの危険発生要因の排除、危険物品の安

全な場所への移管

● 被災後の建物の使用に係る手続き（使用の中止・継続・再開等に係る判

断手順等）について記載する。

● 応急活動終了後の従業員の体制（帰宅等に係る判断手順等）について記

載する。

● 応急活動終了後に備蓄物資等を転用する場合の手順等について記載す

る。

● 従業員・在館者等で帰宅困難者が多数発生している場合の対応等につい

て記載する。

● 当該防火対象物に係る応急活動の終了・縮小後において、近隣の応急活

動に自衛消防組織等が従事する場合の対応等について記載する。

コ 警戒宣言への対応

○ 警戒宣言が出された場合の対応を記載する。

(4) その他の災害についての対応

○ 大規模事故・テロ等による毒性物質の発散等があり、在館者の迅速かつ

円滑な避難等が必要な場合について、火災・地震時の通報連絡及び避難誘

導活動に準じて関係機関への通報連絡及び避難誘導を実施することを記

載する。 

４ 教育訓練 

(1) 従業者等の教育

ア 管理権原者の教育

○ 管理権原者の普段からの教育・自己啓発等について記載する。

○ 防災講演等への定期的な参加を明確化し記載する。

○ 消防訓練には必ず参加することを明確化し記載する。

○ 防火・防災管理者、自衛消防組織の統括管理者等と定期的な情報交換を

行うことを明確化し記載する。

イ 防火・防災管理者等の教育

○ 防火・防災管理者の普段からの教育・自己啓発について記載する。

○ 防火・防災管理講習・再講習の受講について記載する。

○ 防火・防災に関する講習会等に定期的に参加することを明確化し記載す

る。

ウ 自衛消防組織の構成員の教育
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○ 自衛消防組織の統括管理者について、有資格者であること（自衛消防業

務新規講習・再講習の受講等）について記載する。

○ 自衛消防組織の構成員のうち、統括管理者の直近下位の内部組織を統括

する者に対する講習受講等について記載する。

○ 市町村等が実施する自衛消防業務に関する講習を受講させる内部組織

を統括する者を明確化する。

○ その他自衛消防組織の構成員の技術修得・維持のための訓練等について

記載する。

（例１）装備品等の習熟訓練サイクルを定め、訓練結果を記載する。

（例２）応急手当に関する講習に積極的に参加し、当該講習修了者名を記載す

る。

エ 従業員の教育

○ 教育を受けた従業員教育担当者等による教育体制について記載する。

○ 従業員への地位・役割に応じた教育について記載する。

○ パートタイム従業者等の教育体制について記載する。

○ 防火・防災に関する啓発用資料を作成し配布することを記載する。

オ 従業員教育担当者への教育

○ 従業員教育担当者の教育（従業員教育担当者が習得すべき専門知識やそ

の修得手段（講習受講等））について記載する。

○ アルバイト従業員等の入れ替わりが激しいような防火対象物では、基本

的な内容（消火器取扱い、避難誘導等）については繰り返し行う。 

(2) 訓練の実施

ア 訓練の実施時期等

○ 訓練種別（総合・部分、火災・地震等）毎に時期、回数等を記載する。 
イ 訓練の実施手順

○ 防火対象物内部への周知や所轄消防機関への連絡について具体的な手

順等を記載する。

ウ 訓練の内容・方法

○ 訓練の実施方法を記載する。

○ 訓練結果等の記録について記載する。

○ 訓練規模（全体、部、想定）ごとに、時期、回数を記録する方法を明確

にする。

○ 訓練の検証・定量的な評価方法の導入等について記載する。

エ 訓練結果の検討

○ 訓練結果を検討し、改善事項等の抽出・計画の見直し等を行うことを記

載する（具体的な手順等を記載する。）。

○ 訓練結果の検討組織の構成者を明確にして記載する。
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第３ 超大規模防火対象物等に対する訓練の充実強化方策について 

平成 19年の消防法改正（平成 21年施行）により、大規模防火対象物には自衛

消防組織の設置が義務化された。近年、高さが 100ｍを大きく超える防火対象物

や延べ面積が 100,000㎡を大きく超える防火対象物等、１に示す超大規模防火対

象物等が出現している。これらの防火対象物は建物に不案内かつ、多様な在館者

が多数利用しており、火災や地震等の災害発生時の安全性の確保が求められてい

る。特に、超大規模防火対象物等においては、ハード面の対策状況に応じ、自衛

消防組織の活動を有効に機能させることが重要である。そのためには、自衛消防

組織の本部隊の指揮能力、状況判断能力、避難誘導能力等の向上が必要であるこ

とから、超大規模防火対象物等においては、２に示す自衛消防組織の本部隊を主

な対象としたシナリオ非提示型図上訓練の実施について記載することが特に望

ましい。また、その他の大規模防火対象物についても、この訓練の実施について

関係する部分を適宜記載することが望ましい。

 なお、超大規模防火対象物等特有の自衛消防活動上の課題及びその課題を解決

するためにすでに取り組まれている先進的な事例を別冊６に示すので、適宜、参

考にすること。

１ 超大規模防火対象物等とは 

  超大規模防火対象物等とは、「超大規模防火対象物」及び「大規模、高層の建

築物が地下部分や駅施設等を介して複雑に接続された超大規模な建築物群」のこ

とをいい、「超大規模防火対象物」とは、自衛消防組織※の設置義務対象のうち、

以下の全てに該当する防火対象物とする。 

(1) 特定防火対象物（法第 17条の２の５）、駅舎、空港のうち、いずれかの用途

の防火対象物であること。 

(2) 防火対象物全体の収容人員が 10,000人以上であること。

(3) 高さ 200ｍ以上又は延べ面積 200,000㎡以上の防火対象物であること。

※ 自衛消防組織とは、火災や地震発生時の初期消火や消防機関への通報、応急

救護等を円滑に行い、建築物の利用者の安全を確保するため、消防法第８条の

２の５に基づき設置される 

２ 超大規模防火対象物等における自衛消防組織の本部隊を対象としたシナリオ

非提示型図上訓練の実施要領 

(1) 目的

超大規模防火対象物等の多くは、建物に不案内かつ多様な在館者が多数利

用する大規模な集客施設となっており、火災時や地震時の安全性を確保する

ため、当該対象物におけるハード面の対策の状況に応じ、自衛消防組織の活

動を特に有効に機能させることが望まれる。 
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これらの対象物における火災や地震発生時の自衛消防活動を適切に行うた

めには、自衛消防組織の本部隊の状況判断・指揮能力等の向上が重要だが、

当該対象物が大規模であることや在館者が多種・多数であることから全館を

挙げての訓練の実施は困難な状況である。 

  そこで、実災害に近い場面を想定して、訓練参加者が与えられる役割で災

害を模擬的に体験し、付与される災害状況に応じた状況判断を行うシナリオ

非提示型による図上訓練を行い、自衛消防組織の本部隊の状況判断・指揮能

力等を向上させることとする。 

(2) 実施内容

ア 自衛消防組織の本部隊（プレイヤー）と進行を管理するコントローラーと

に分かれ、予想される災害時の状況、事案等を記述した訓練シナリオ（状況

付与）に沿って進行する。 

イ 進行管理者（コントローラー）は時間を追って、仮想の被害状況を訓練参

加者（プレイヤー）に提示（状況付与）し、訓練参加者（プレイヤー）は、

提示される状況を受けて、与えられた役割に応じて対応活動を行う。 

ウ 訓練目標を明確にした上で、訓練参加者の訓練や災害対応の経験などを十

分に踏まえ訓練施設の実態に即した超大規模防火対象物特有の要素を盛り

込んだ訓練シナリオを作成する。 

エ 現実的に発生し得る大人数の避難の可能性のある災害・被害（シビアアク

シデント）を想定する。

オ 訓練実施後、自衛消防組織の本部隊（プレイヤー）とコントローラーの間

で、プレイヤーの対応について検証を行う。 

(3) 訓練参加者

自衛消防組織の本部隊において、本部隊隊員や地区隊隊員を指揮する立場の

者をプレイヤーとする。また、各施設の実情に応じて、指揮を補佐する立場の

者をプレイヤーとして参加させたり、地区隊の隊長（本部隊の隊員が代役する

ことも可能）をコントローラーとして参加させたりすることが望ましい。 

(4) 実施場所

より実践的な訓練とするため、基本的には、実際の災害対応をイメージしや

すい防災センターで実施することが望ましい。ただし、防災センターの業務に

大きな支障が出る場合は、会議室等で実施する。 

(5) 訓練時間

通常業務への影響や定期的な実施のしやすさを考慮し、基本的には 30 分か

ら１時間程度の時間で訓練を実施することが望ましい。 

(6) 実施頻度

多くの本部隊員を訓練に参加させ、その習熟度を高めるため、基本的には１

ヶ月に１回程度実施することが望ましい。 
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(7) 訓練シナリオ

自衛消防組織の本部隊の状況判断・指揮能力を向上させるため、困難な対応

が予想される想定（大規模地震に伴い複数の火災が発生し多数の避難者が生じ

るなど）を採用する（別冊７参照）。 

なお、多数の人々へ一斉に情報伝達するための館内放送（非常放送）の活用、 

迅速な現場駆け付け等のための複数の防災センターの設置、初動対応に欠かせ

ない各階地区隊の活用など、各施設において、超大規模防火対象物等における

自衛消防活動上の特徴的な事項を踏まえた訓練シナリオとする（別冊８参照）。 

また、プレイヤーの今までの訓練参加実績や災害対応経験等を考慮し、誰が 

プレイヤーになっても、その対応を考えるのに悩むことが予想される、以下の

例のようなシビアな想定を複数盛り込むことが望ましい。 

（例１） 複数の場所で自動火災報知設備の感知器が発報しており火災の

発生場所が特定できない、複数の場所で負傷者や避難者が発生

しており被害の全容が把握できない。 

（例２） 地区隊各班に命令をしても、他の対応で忙しく命令どおり動け

ない。 

（例３） 情報伝達機器が使用不能となり、代替の連絡手段を確保する必

要がある。 

（例４） 本部隊の隊員を駆け付けさせようとしても、到着するまでに時

間がかかり、現場の地区隊が対応に苦慮してパニックになる。 

（例５） 津波の到来により、防災センターからの避難を余儀なくされる。 
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別冊１ 大規模地震による被害の基本的な想定手法について
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大規模地震による被害の基本的な想定手法について 

１ 地震の規模等の想定 

当該防火対象物が存する地域において備えるべき最大級の地震規模を想定する。 
(1) 本ガイドラインでは震度６強程度の地震は共通的に想定することとする。

(2) 地域防災計画における想定地震災害の規模や、建築基準法の耐震設計の考え方

における「存在期間中に遭遇する可能性がある最大級の地震規模」等、具体的に

想定されている地震があれば、その想定も考慮する。

また、発生する時間帯、自然条件については最も大きな被害が想定される時

間・条件を基本とするとともに、特徴的な差異（例：宿泊施設における昼夜の対

応行動の違い等）が生じる場合も考慮する。

(3) 上記想定に達することのない規模の地震についても、長周期地震動によるエレ

ベーターの多数停止等、対応すべき特異な事案を生じる可能性があることに留意

し、計画作成に当たって考慮する。

２ 防火対象物における被害の想定 

上記規模の地震に伴い、当該防火対象物において発生することが想定される被害

について、耐震措置の状況や過去の実例等を踏まえ、防火・防災上の観点から評価

する。

◇ 本ガイドラインでは、簡便のため、「標準的な付与条件」を示しており、

その活用例は付属資料参考「地震発生時の被害想定例」のとおりである。

◇ 合理性が客観的に認められるものである場合には、「標準的な付与条件」

と異なる手法で評価することができることとする。

◇ 当該防火対象物における個々の被害が連関して生じることとなる被害の

全体像を把握する。（※付属資料「２．想定される被害の相関」参照）

◇ 建物構造や避難施設が大きく損壊するおそれがある場合には、必要強度の

確保が合理的な計画作成の前提として必要となることに留意すべきである。 
（※過去の実例等について、付属資料「１．大規模地震における被害の状況」等を参照） 

(1) 建築構造等の基本被害

当該防火対象物の建築構造について、耐震診断の結果や過去の実例等に基づき、 
被害を想定する。

ア 建築基準法上の新耐震基準に適合している場合には、建築構造等の大きな被

害は考慮しなくてよいこととする。

イ 耐震改修促進法の適用がある場合には、想定した地震規模に応じた耐震診断

の結果に基づき、建築物の構造体に係る被害を想定する。
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(2) 建築設備等被害

当該防火対象物の建築設備について、設計、施工上の強度、耐震診断結果、過

去の実例等に基づき、損壊、防火・防災上の機能停止等を想定する。

ア 「建築設備耐震設計・施工指針」（日本建築センター）等に適合しない部位

については損壊又は機能停止が生じるものとして想定する。

イ 「官庁施設の総合耐震計画基準」（国土交通省）等に基づき、機能維持が図

られている場合を除き、何らかの機能停止が生ずるものとして想定する。

(3) 避難施設等被害

当該防火対象物の避難施設（避難経路となる廊下、階段等）について、非構造

部材における耐震診断結果、過去の実例等に基づき、被害を想定する。

ア 建築基準法上の新耐震基準に適合している場合には、避難施設の大きな被害

は考慮しなくてよいこととする。

イ 耐震改修促進法の適用がある場合には、想定した地震規模に応じた耐震診断

の結果に基づき、建築物の避難施設に係る被害を想定する。

ウ 避難経路のうち１以上は使用に障害が発生することを想定する。

(4) 消防用設備等被害

当該防火対象物の消防用設備等について、耐震措置の状況、過去の実例等に基

づき損壊、機能停止等を想定する。

ア 消防用設備等の関係団体（日本消防設備安全センター、日本消火装置工業会、

日本内燃力発電設備協会など）による耐震報告書等に適合しない部位について

は、損壊又は機能停止が生ずるものとして想定する。

イ 過去の実例において、天井等との衝突や変位により多くの被害を生じている

スプリンクラーヘッド、火災感知器等については一部損傷することを想定する。 
ウ 防災センターの受信機や総合操作盤では、断線等による未警戒区域の発生、

故障信号・警報信号の輻輳等が生じることを想定する。

(5) 収容物等被害

当該防火対象物の収容物等について、固定措置の状況や過去の実例等に基づき、 
その転倒、落下、移動等による被害を想定する。

ア 「オフィス家具類・一般家電製品の転倒・落下防止対策に関する指針」（東

京消防庁）等に基づき適切に固定措置等が施されていない収容物等については、

転倒、落下、移動等が起こることを想定する。

イ 上記に伴い、要救助、救護者の発生、通行障害等の被害を想定する。

(6) ライフライン等被害

当該防火対象物のライフライン（外部電力、水道、電話、ガス等）について、 
過去の実例等に基づき被害を想定する。

ア 基本的にライフラインは利用できないものとして想定する。
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イ 代替措置がなされている場合（非常電源の設置、貯水槽の確保、無線通信手

段の確保等）にその影響が軽減されるものと想定する。

(7) 火災等の発生

当該防火対象物における火災の発生について、被害全体の連関、過去の実例等

に基づき想定する。

火気使用場所・危険物貯蔵場所等について、その安全対策の程度に応じて一定

割合で火災が発生することを想定する。

(8) 人的被害

当該防火対象物における人的被害の発生について、被害全体の連関、過去の実

例等に基づき想定する。

 在館者数とその安全対策の程度に応じて一定割合で人的被害が発生すること

を想定する。
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付属資料 

１ 大規模地震における被害の状況  

(1) 建物等の基本被害

大規模地震の発生時には、数多くの建物が被害を受けるとともに、死傷者が数

多く発生することが予想されます。また、地震の揺れそのものによる被害のほか、

二次的に起こる火災でも多くの被害が発生します。 

阪神・淡路大震災では、６８万棟にも及ぶ建物が地震の揺れにより何らかの被

害を受け、死者は６４００余名にも及びました。また、２９３件の出火による総

焼損棟数は７５３４棟にも上りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１ 阪神・淡路大震災の人的、物的被害状況 表２ 阪神・淡路大震災の火災による被害状況

出典：阪神・淡路大震災について（確定版）／消防庁／

2006 年 5 月 19 日 

死 者 6,434 人
行 方 不 明 者 3 人

重 傷 10,683 人
軽 傷 33,109 人

負 傷 者 計 43,792 人
104,906 棟
186,175 世帯
144,274 棟
274,182 世帯

一 部 破 損 390,506 棟
住 家 被 害 計 639,686 棟
公 共 建 物 1,579 棟
そ の 他 40,917 棟

文 教 施 設 1,875 箇所
道 路 7,245 箇所

橋 り ょ う 330 箇所
河 川 774 箇所

崖 く ず れ 347 箇所
ブロック塀等 2,468 箇所
水 道 断 水 約1,300,000 戸

ガス供給停止 約860,000 戸
停 電 約2,600,000 戸

電 話 普 通 約300,000 回線

非住家

全 壊

半 壊

被害状況区　　　分

人的被害

住家被害

区　　分
出 火 件 数 293 件

建物火災 269 件
車両 9 件

その他 15 件
焼 損 棟 数 7,534 棟

全焼 7,036 棟
半焼 96 棟

部分焼 333 棟
ぼや 109 棟

焼 損 床 面 積 835,858 ㎡
り 災 世 帯 8,969 世帯

被害状況

長屋、家具類等の倒壊に
よる圧迫死と思われるも

4,831

焼死体（火傷死体）及びそ
の疑いのあるもの

550

その他 121
計 5,502

合計
府県

　死因

表３ 死亡者の死因

出典：阪神・淡路大震災の記録／消防庁／

1996 年 1 月 

表４ 火災の出火原因

区　　分 件数 区　　分 件数
ストーブ 26 取灰 2
電灯電話等の配線 17 風呂かまど 1
電気機器 10 焼却炉 1
こんろ 7 ボイラー 1
配線器具 6 電気装置 1
灯火 5 マッチ・ライター 1
炉 2 その他 47
こたつ 2 不明・調査中 143
溶接機・切断機 2 計 274

出典：阪神淡路大震災調査報告 共通編－１ 総集編／阪神・淡路大震

災調査報告編集委員会／2000 年 3 月 
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(2) 建築設備被害

大規模地震時は、給水・給湯設備、排水設備、ガス設備、空調・換気設備、電

気設備、輸送設備などの建築設備への被害も多く発生します。阪神・淡路大震災

では、特に配管の立て管と横枝管接続部、建物－敷地や敷地－道路境界線部分で

の破損、空調用給気口・吸込口や照明器具等の天井からの脱落などの被害が多く

見られました。また、タンク類やボイラ、ポンプなどの重量物は移動しました。

これらはアンカーボルト等で固定してあっても、固定が不十分であったため引き

抜けや転倒を起こした事例もありました。この他にも、エレベーターの急な停止

により、内部に閉じ込められたり、損壊により使用できなくなった事例がありま

した。 

保守契約台数 地震感知器 物損発生台数 閉じ込め件数 

神戸市 7,177 
有 1,780 479 4 

無 4,752 1510 25 

兵庫県 

(神戸市除く) 
7,710 

有 2,155 181 4 

無 5,547 739 0 

近畿地区 

(兵庫県除く) 
50,199 

有 13,083 638 20 

無 37,107 1351 103 

合計 65,086 
有 17,018 1,298 28 

無 47,406 3,600 128 

 

表５ 阪神・淡路大震災エレベーター被害状況 

出典：阪神・淡路大震災調査報告 建築編－７ 建築設備・建築環境／阪神・淡路大震災調査報告編集委員会／1999 年 3 月 
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(3) 避難施設被害

階段や廊下等の避難施設は緊急時の避難や救助活動を行う上で重要な施設で

すが、大規模地震時には建物中間層の崩壊や構造体の破損、内装材の脱落、ガラ

ス破損、家具類の転倒、扉の枠の歪みによる開閉不良等が障害となり、使用でき

なくなることが予想されます。 

阪神・淡路大震災では、階段や廊下の損傷が見られるとともに、震度７地域の

９階建て以上の高層共同住宅において、約４割の住戸で扉の開閉障害が発生しま

した。 

写真１ ９層建物：５層崩壊 写真２ ８層建物：６層崩壊

写真３ １０層建物：３層崩壊 写真４ 渡り廊下落下

写真１～４：出典：阪神・淡路大震災の記録／消防庁／1996 年 1 月 
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写真９ 変形した扉の例

写真８ 変形によるクリアランスの減少

写真５ 非常階段の本棟からの分離

写真７ 階段１，２階部分の破損状況

写真５～７：出典：阪神・淡路大震災調査報告 建築編－６ 火災／阪神・淡路大震災調査報告編集委員会／1998 年 10 月 
写真８  ：出典：阪神・淡路大震災調査報告 建築編－５ 非構造部材／阪神・淡路大震災調査報告編集委員会／2000 年 5 月 
写真９,10 ：出典：阪神・淡路大震災調査報告 建築編－６ 火災／阪神・淡路大震災調査報告編集委員会／1998 年 10 月 

写真６ 階段室の破損状況 

写真１０ 扉外周枠の変形による
開放不良の例
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(4) 消防用設備等被害

消防用設備等は、避難や初期消火活動や救助活動を行う際に大きな役割を担い

ますが、地震時には消防用設備等が損傷し、その機能に支障を生じる場合があり

ます。主な被害の発生形態は、天井取付けのスプリンクラーヘッドや火災感知器

の損傷や脱落、加圧送水装置との接続部分や区画貫通・埋設箇所の近傍での応力

集中による破壊、装置・機器類の固定部材の強度不足による破壊などです。 

消防用設備等の種別 被害施設数 設置施設数 被害率（％） 

スプリンクラー設備 222 544 40.8 

防火戸 161 524 30.7 

泡消火設備 20 83 24.1 

屋内消火栓設備 107 451 23.7 

二酸化炭素消火設備 9 42 21.4 

自動火災報知設備 109 542 20.1 

誘導灯 94 537 17.5 

自家発電設備 71 444 16.0 

放送設備 61 478 12.8 

ガス漏れ火災警報設備 22 206 10.7 

ハロゲン化物消火設備 17 162 10.5 

避難器具 25 268 9.3 

非常ベル 24 262 9.2 

粉末消火設備 4 62 6.5 

合計 4609 946 - 

消防用設備等の種別 損傷状況 件数 

屋内消火栓設備 配管の亀裂、ずれ、漏水、変形、破断 61 

水槽の亀裂、ずれ、転倒 56 

消火栓ボックスの変形 46 

加圧送水装置のずれ、漏水、変形 32 

スプリンクラー設備 配管の亀裂、ずれ、漏水、変形、破断 138 

ヘッドの亀裂、漏水、変形、誤作動 122 

水槽の亀裂、ずれ、転倒 75 

加圧送水装置のずれ、漏水、変形 44 

泡消火設備、二酸化炭素消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備配

管の破損、ボンベの転倒 

自動火災報知設備 感知器の脱落、水による誤作動 90 

受信機の誤作動 46 

自家発電設備 燃料タンクの転倒、ずれ、損傷 36 

燃料配管のずれ 33 

冷却装置の冷却配管の亀裂、ずれ 41 

表６ 阪神・淡路大震災における神戸市内のスプリンクラー設置建物の 

消防用設備等の被害状況 

表７ 阪神・淡路大震災における神戸市内のスプリンクラー設置建物の 

消防用設備等別の被害状況 

出典：消防用設備等耐震性調査研究報告書／財団法人日本消防設備安全センター消防用設備等耐震性調査研

究委員会／1999 年 5 月 

出典：消防用設備等耐震性調査研究報告書／財団法人日本消防設備安全センター消防用設備等耐震性調査研

究委員会／1999 年 5 月 
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(5) 家具類の転倒・落下による被害

大規模地震時には、家具の転倒や収容物の落下により、負傷者が発生するとと

もに、避難や救助活動を行う際の障害となるおそれがあります。近年発生した地

震では、負傷者の負傷原因のうち家具類の転倒・落下によるものが３～５割と大

きな割合を占めています。また家具類の転倒・落下は低層階から高層階に行くに

従って多くなる傾向にあると言われています。 

(6) ライフライン被害

大規模地震時には、電気、ガス、上下水道、電話等のライフラインに被害が発

生し、防火対象物での活動に影響を及ぼすことが予想されます。過去の地震では、

ライフライン復旧まで長期間を要するケースが散見されるところです。

ライフライン復旧日数（日）

電力 電話 水道 ガス 

新潟地震(1964.6) 5 20 90 180 

宮城県沖地震(1978.6) 2 - 11 27 

日本海中部地震(1983.5) 0.5 1 19 30 

釧路沖地震(1993.1) 1 1 4 22 

阪神・淡路大震災(1995.1) 6 14 60 90 

36.0

41.2

36.3

49.4

0 10 20 30 40 50 60

福岡県西方沖地震
(2005.3.20）

新潟県中越地震
(2004.10.23）

十勝沖地震
(2003.9.26）

宮城県北部地震
(2003.7.26)

(%)

図１ 大規模地震における家具類の転倒・落下に起因する負傷原因の割合

出典：オフィス家具・家電製品の転倒・落下防止対策に関する調査研究委員会における検討結果／東京消防

家具類（オフィス家具・家電製品）の転倒・落下防止対策に関する調査研究委員会／2006 年 3 月 

出典：阪神・淡路大震災調査報告 建築編－７ 建築設備・建築環境／阪神・淡路大震災調査報告編集委員会／

1999 年 3 月 
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２ 想定される被害の相関 

上述のとおり、大規模地震が発生した場合には、様々な被害が生じることが予想されます。

その全体的な相関関係を整理すると、概ね次のとおりとなります。 

図２ 被害の関連に基づく防火対策の被害シナリオ

出典：建築物の防火対策の地震被害と火災危険性／清水建設研究報告第６２号／1995 年 10 月 

： 実際に発生した被害の連関

： 想定した被害の連関

凡例

： 避難上の機能障害

* ： 想定した被害・機能障害

防火戸衝突

天井破損

中間階崩壊

家具･什器

移動､転倒

防火戸

枠の歪み

配管破損

SPヘッド

破損

感知器

配線破損

防煙垂れ壁

脱落

非常用照明

器具破損

ガラス散乱

防火戸

開放不良

アラーム弁作動

感知器作動感知器水損

消防用水

不足

排煙口開放

風量

不足＊

初期消火

失敗＊
延焼拡大＊

他区画へ煙伝播＊

負傷者発生＊

居室内避難

に支障＊

居室内に閉じ

込められる

受信機

警報作動

受信機

不作動

排煙警報

作動

避難誘導

不適切＊

建物内状況

確認の遅れ

火災覚知

の遅れ＊

排煙口開放

天井､内装材

脱落

什器移動､転倒

消火栓ホース散乱

消火栓ボックス

破損

中間階崩壊

ELV停止＊

避難に支障＊

初期消火

失敗＊

風量不足

延焼拡大＊

注）被害連関は、防火対策被害調査の全ての事例をもとに作成したため、実際には同時に発生しない項目を含んでいる

　　(例えば、「自家発電停止による排煙機不作動」と、「排煙口開放による排煙機作動」など）。

排煙機作動

消火ポンプ

不作動

SP作動警報

階段へ煙伝播＊

ELV内に閉じ

込められる＊

延焼拡大＊

消火水槽

破損

受水槽破損

冷却水不足 自家発電

水損

自家発電

停止

排煙機不作動＊

防災センター居室

廊下・附室 機械室

階段室

防火戸変形による

閉鎖不良

防火戸変形による

開放不良

内装材脱落

他階へ煙伝播＊

避難に支障＊ 中間階崩壊

防火対象物における内部要因

電気、上下水道、ガス、電話等のライフラインの被害

外部要因
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被害想定シナリオ（ホテルの場合、震度６強、地震発生時間午前５時３０分）

ホテル概要は「東京都内に所在、地上２０階、地下３階、ＳＲＣ構造、延床面積180,000㎡、客室1,400室、最大収容人員3,000人　宴会場・結婚式場・レストラン・バーラウンジ有り」 と仮定する

被害種類と考慮すべき態様 番号 具体的な被害事象 規模／程度 自衛消防隊 備考

1 建物構造（柱、梁、耐震壁など主要構造部）の被害。 （例）被害なし 安全防護班

2 外壁・窓ガラス・看板が落下し、建物周囲に散乱する。 （例）○箇所 安全防護班

3 内装天井が落下する。 （例）○箇所 安全防護班

4 エレベータが停止する。 （例）○基停止 安全防護班

5 エスカレーターが停止する。 （例）○基停止 安全防護班

6 空調・換気設備の配管が折損する。 （例）○箇所 安全防護班

7 ボイラ燃料が移動し、停止する。 （例）○箇所 安全防護班

8 客室の扉がひずみで開閉不能となる。 （例）○箇所 避難誘導班

9 内装材が脱落する。 （例）○箇所 避難誘導班

10 ガラスが破損する。 （例）○箇所 避難誘導班

11 客室や廊下に煙が滞留する。 （例）○箇所 安全防護班

12 宿泊客が階段室や非常口に殺到し、避難が円滑に進まない。 （例）○箇所 避難誘導班

13 防火シャッターの不作動。 （例）○箇所 安全防護班

14 防火戸の不作動。 （例）○箇所 安全防護班

15 スプリンクラ設備損傷により漏水する。 （例）○箇所 安全防護班

16 二酸化炭素消火設備のボンベが転倒する。 （例）○箇所 安全防護班

17 客室内の備品が転倒・落下する。 （例）○箇所 安全防護班

18 照明器具、シャンデリアが落下する。 （例）○箇所 安全防護班

19 事務室の書棚が転倒する。 （例）○箇所 安全防護班

20 パーテーションが転倒する。 （例）○箇所 安全防護班

21 停電で客室の照明が点灯しない。 （例）○％ 安全防護班

22 廊下・階段・ロビーの照明が点灯しない。 （例）○％ 安全防護班

23 飲料水が無くなる。 （例）起きることを想定 安全防護班

24 断水でトイレが使用できない。 （例）起きることを想定 安全防護班

25 外線電話が輻輳し使用できない。 （例）起きることを想定 通報連絡班

26 内線電話が機能せず、各部屋の宿泊客の安否確認がとれない。 （例）起きることを想定 通報連絡班

27 公設消防へ連絡できない。 （例）起きることを想定 通報連絡班

28 調理場から出火。 （例）○箇所 消火班

29 客室から出火。 （例）○箇所 消火班

30 機械室・ボイラ室から出火。 （例）○箇所 消火班

31 車からのオイル漏れ、駐車場からの出火。 （例）○箇所 消火班

32 調理場からのガス漏洩。 （例）○箇所 消火班

33 ボイラ燃料の漏洩。 （例）○箇所 消火班

34 その他の火気使用設備器具、電気機器からの出火危険。 （例）○箇所 消火班

35 駐車場や調理場などの排煙に迫られる。 （例）起きることを想定 安全防護班

36 不安状態にある全宿泊客に対し、館内非常放送（安心情報）を適宜迫られる。 （例）起きることを想定 通報連絡班

37 外部からの宿泊要請に対応。 （例）起きることを想定 避難所班

38 重要書類、貴重品等の搬出、盗難が発生する。 （例）起きることを想定 搬出警戒班

39 エレベータ内に人が閉じ込められる。 （例）○箇所 救護班

40 宿泊客が地震の衝撃で転倒・ベッドから落下し、負傷する。 （例）○人 救護班

41 慌てて屋外に出た人が落下物で負傷する。 （例）○人 救護班

42 客室や共用部で地震になれていない外国人が揺れ・衝撃でパニックになる。 （例）起きることを想定 救護班

43 高齢者や子供が恐怖で動けなくなる。 （例）○人 救護班

地震発生時の被害想定例

建物等の基本被害
（耐震診断結果や過去の地震被害等を
参考に検討を行う。建物構造や避難施
設が大きく損壊することがないような必
要強度の確保が必要になる。）

建築設備等被害

避難施設等被害
（主要な避難経路のうち一つ以上が使用
不能となり、使用可能な避難経路におい
ても有効幅員や移動速度が通常より減
になる）

人的被害
（在館者に一定割合（過去の事例分析や
理論的推定等により評価する。）での負
傷者が発生。従業者は一定割合で負
傷・活動不能の状況にある。）

消防用設備等被害
（自動火災報知設備、固定消火設備、防
火設備機能が（全部・一部）喪失してい
る。耐震措置を講じている場合は一定の
機能維持を想定）

収容物等被害

ライフライン等被害
（外部からの電源等の供給は途絶する。
非常電源は機能するが、照明器具等は
一定割合で損傷している。）

派生的に生じる被害等
（火気使用場所等において一定割合で
火災が発生）
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被害種類と考慮すべき態様 番号 具体的な被害事象 規模／程度 自衛消防隊 備考

44 救護班により、搬送された人を看護する。 （例）○人 救護班
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別冊２ 災害想定に基づく自衛消防体制の整備に関する考え方について
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災害想定に基づく自衛消防体制の整備に関する考え方について 

具体的な災害や被害の態様の検討を踏まえ、防火・防災上必要とされる対応を明確

化し、これを実施することのできる体制を具体的に計画することが、実効性のある自

衛消防力を確保するため必要である。これに当たっては、およそ次の手順が考えられ

る。 

１ 大規模地震発生時における防火・防災上の基本事項を整理する。 

基本的な目標として、①人命安全の確保、②二次災害の防止の２点を共通的に設 

定する。 

２ 計画上の実施レベルを明確化する。 

基本的な目標を達成するため、必要と考えられる応急活動全般の項目を抽出し、 

それぞれについて計画上の実施レベルを明確化する。 

(1) 防火対象物内の状況を速やかに把握できること。

(2) 建物の安全性が確保されないと判断される場合、当該部分にいる在館者を負傷

者が増加しないように安全に屋外等に避難させる。 

(3) 防火対象物内で発生した火災について在館者の避難時間の間、影響を及ぼさな

い規模に抑制できること。 

(4) （一定割合で発生する）エレベーター等における閉じ込め事案について速やか

に状況の把握及び救出等の応急措置ができること。 

３ 当該防火対象物における災害想定の結果を踏まえ、具体的な活動内容を整理する 

(1) 必要となる対応行動や体制の水準は、個々の防火対象物の用途や規模等に応じ

て判断されるべきことに留意が必要。また、同じ防火対象物でも、曜日や時間帯

によって体制が異なる場合があることに留意が必要。 

(2) 火災と大規模地震では、被害事象、対応行動に大きな違いがあることに留意が

必要。（図 A） 

(3) 対応の全体イメージを念頭に各対応行動について検討する。（図Ｂ，C）

(4) 被害の程度によって対応行動のフローが異なってくることに留意する。（図 D） 

４ 活動内容に応じた組織編成、人員、資機材等を計画する。 

対応行動を実施するための体制の評価については、例えば別添「消防計画作成マ 

ニュアルの作成に係る検討 第２次中間報告書」のような考え方が参考となる。

※ 防火対象物の実情や災害の態様に応じて、具体化された目標に強弱が生じ得

ることに留意する。 

36



＜災害の特徴＞

火災 地震

災害の範囲 局所的、建物内 広域

被害の範囲 １箇所から拡大 同時多発（複数箇所）、近隣でも発生

出火・類焼の可能性あり

行政支援 消防署等から迅速な駆け付け 発生直後は期待できない

自衛消防隊員 家族の被災なし 家族も被災の可能性あり

ライフライン 建物内の停電は想定されるが、限定的 停電、断水、ガス、通信障害、ＩＣＴ

インフラ、交通障害（道路、鉄道）

館内放送不可（非常用電源ない場合） 
トイレ使用不可

空調停止

エレベーター停止

通信手段が限定

帰宅困難者の大量発生

＜自衛消防組織の対応の違い＞

火災 地震

活動時間 消防車到着までの比較的短期間

→消防機関等の支援可能

地震規模により、長期化

→消防機関等の支援を得にくい

被災場所確認 比較的容易（自動火災報知設備など） 確認に時間を要す

来場者対応 原則、避難 避難の可否を判断する必要がある

負傷者対応 救急隊による救出・救護 救急隊による救出・救護が期待できない

防災センター 防災センターとの連絡・連携が容易 防災センターとの連絡・連携が困難

（連絡手段が確保できないため）

対応すべき事項 停電、煙、熱などによる不安や恐怖感

の排除（パニック防止）

停電・余震などによる不安や恐怖感の排

除（パニック防止）

エレベーターの閉じ込め対応

周辺の情報収集が必須（風評の排除）

通信手段の確保

従業員の安否確認

自衛消防組織の

要員の召集

家族や自宅の確認不要 家族の安否・自宅損壊状況確認が必要

夜間休日に発災した場合でも、比較的

駆け付けが容易

夜間休日に発災した場合、指揮者・要員

の駆け付けが困難

図 Ａ 
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災害の状況に応じた応急活動上のポイント

状況 応急活動上のポイント

地震発生～
その直後

○身の安全確保

○火の始末その他の危害防止措置

○避難経路確保

○防災センターからの安心放送（パニック防止）

○緊急地震速報への対応

被災状況の
確認

〈防火対象物の状況〉

○人的被害

○強い揺れに伴う物的被害 （エレベーター閉じ込め、落
下物・倒壊物等）

○火災の発生状況

〈ライフラインの状況〉

○水道、電気、ガス、電話

活動方針の
決定

○被災状況に応じ、応急活動の内容と必要な体制につい
て判断

○同時多発的に被害が発生し、一時的に自衛消防組織
の活動能力を超える場合には、活動上の優先度を的確
に判断

①人命安全の確保

②２次災害の防止

自衛消防組
織による応
急活動

○消火活動、通報連絡、避難誘導、救出・救護等を実施

○地震特有の対応事項

・落下物・転倒物や閉じ込め等に伴う被災者の救出・救護

・出火した場合の急激な延焼拡大に備えた迅速な初期消
火

・構造・設備の損壊・機能停止や停電・断水等を考慮した
活動要領

・万一に備えた円滑な全館避難 等

消防機関の
到着

○被災状況の情報の引き継ぎ

○消防機関への協力

※消防機関の到着に時間がかかることを想定した自助体
制の確立

図 Ｂ
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主な被害事象と応急活動上の障害等 
応急活動の基本的流れ 

周辺地域 建物内 

○停電、断水、通信

障害、交通障害が

発生

○建物倒壊や火災が

多数発生

○停電、断水等の影

響により応急活動

に支障

○被災地域ではエレ

ベーター業者の対

応に時間を要する

○火災や倒壊建物か

らの救出事案等が

多数発生

○通信や交通にも障

害が発生

○火災だけでなく、建

築構造･設備の損壊

や機能停止、落下

物、転倒物による被

害が発生

○被災箇所が同時多

発的で広範囲

○被害が急速に拡大

○強い揺れに一斉に

見舞われる

○停電等も在館者の

行動に影響

○自動的に感知でき

ない被害が多数。ま

た、自火報も被災

→人手による確認

○避難施設の損壊や

落下物･転倒物のた

め移動に支障。ま

た、非常用エレベー

ターも復旧までは

使用不可

○対応の必要性や優

先度、内容の見極め

（例 避難不要/一

部避難 /全館避難

等）

○落下物・倒壊物から

の救出救護

○エレベーター停止

に伴う閉じ込め対

応

○出火した場合の迅

速な初期消火

○広範囲に危険が及

ぶ場合の全館避難

○事業所単独の対応

が長期化

○交代要員の参集も

困難

地震の発生

即時の安全行動の指示とパニック防止

被災状況の確認

活動方針の決定

初期消火 通報連絡 避難誘導 救出救護

消防機関の到着

大規模地震時の対応（イメージ） 

図 Ｃ 
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震度５弱、５強

建物・付帯設備や
職場内の点検 

自身の安全確保 

職場内の点検 

緊急対応※

一時待機

震度６弱以上、 
または建物機能の停止（停電など）

帰宅または残留（帰宅困難者）

地震の発生 

震度４以下

広域避難場所

被害状況の確認

日 常 業 務 へ 移 行 一時避難場所

異 常 対 応

情報収集

異常の有無等を担当部署へ報告 初期消火可能か 

火災の覚知

Yes 

No 

全館避難・避難誘導 通報・連絡

避難が必要か 

火災現場確認

身の回りの人命救助 

初期消火

No 

緊急対応※

＜緊急対応＞

◇ 救出・救護
◇ 二次災害防止
◇ エレベーター閉じ込め対応
◇ 居室閉じ込め対応
◇ 避難設備・消防設備の損壊対応
◇ 応急復旧（漏水対応、障害物除去など） 
◇ 館内放送
◇ 活動資機材確保 など

Yes 

＜火災発生のケースと同じ＞

地震発生時の対応行動フロー 
図 Ｄ 
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別冊３ 自衛消防組織の編成について
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自衛消防組織の編成について 

管理権原者（設置義務を負う複数の管理権原者が存する場合は各管理権原者）は、

防火対象物において適切に自衛消防業務を行うことができるよう、消防法第８条の２

の５に基づく政省令の規定に基づく自衛消防組織を設置し、設置の届出を行うととも

に、その他自衛消防の組織に関することを含めおよそ以下の内容を消防計画において

具体化しておくことが必要である。 

※ 市町村によっては、火災予防条例等により、一定の事業所について一定の人員、

資格、装備等をもった自衛消防組織を編成するように定めている場合があるので、

所轄の消防本部に確認する必要がある。 

１ 自衛消防組織の編成 

自衛消防組織の編成及び人員の構成を具体的に記載する。 

(1) 自衛消防組織は本部隊と地区隊からなり、地区隊は基本的には各事業所（管理

権原単位毎）に編成し、当該編成について管理権原毎の消防計画及び全体の消防

計画において明確化する。 

(2) 大きな用途グループ（物品販売店舗と事務所等）や棟・区画の区分毎に地区隊

を編成することが適当である場合もあるため、その場合には当該編成等を消防計

画に記載する。 

（例）本部隊及び地区隊の基本編成 

本部隊の基本編成 地区隊の基本編成 

自衛消防組織の統括管理者－指揮班 

－通報連絡班 

－初期消火班 

－避難誘導班 

－安全防護班 

－応急救護班 

地区隊長－通報連絡班 

－初期消火班 

 －避難誘導班 

－安全防護班 

－応急救護班 

（重要物搬出班） 

※ 実施事項・優先度と編成班との関係もわかりやすく整理すること。

※ 災害、火災の対応段階毎に必要な班を明確に記載する。

(3) 本部隊・地区隊別に体制・任務及び統括する者を明確化し記載するとともに、 

業務毎に設ける各班の任務内容及び統括する者を明確化し記載する。 

ア 本部隊

(ｱ) 本部隊は１隊とする。
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(ｲ) 本部隊は自衛消防組織の統括管理者が直接指揮する。

(ｳ) 自衛消防組織の統括管理者は、自衛消防組織全体の指揮、命令、監督等の

一切の権限を有することを明確に定める。 

(ｴ) 自衛消防組織の統括管理者が不在の場合の代行者を定めておく。

(ｵ) 地区隊長の自衛消防組織の統括管理者（本部隊）への報告・連絡を明記し

ておく。 

(ｶ) 本部隊は当該建物内の全ての場所から火災等の災害が発生したときは、地

区隊に対して強力なリーダーシップを取り、あらゆる災害の初動対応及び全

体の統制を行うものとする。火災等の災害への初動対応を行うとともに、地

区隊が活動している場合においてもこれに協力し、指揮、統制を行い、他の

地区隊に対して支援を要請し活動させることができるものとする。 

(ｷ) 本部隊の行う主な任務は、次のとおり。

① 自衛消防活動の指揮統制、状況の把握

② 消防機関への情報や資料の提供、消防機関の指揮本部との連絡

③ 在館者に対する指示

④ 関係機関や関係者への連絡

⑤ 消防用設備等の操作運用

⑥ 避難状況の把握

⑦ 地区隊への指揮や指示

⑧ その他必要な事項

イ 地区隊

(ｱ) 地区隊は階・区画・主要な権原毎に設ける。（同一階・同一区画で複数管

理権原の場合は、それぞれの規模・人員などの実状に応じて編成することも

あり、また、複数階・区画でも管理が一体となっているときは同一の地区隊

としてもよい。） 

(ｲ) 地区隊に地区隊を統括する者として地区隊長をおく。

(ｳ) 地区隊長は、自衛消防組織の統括管理者の命を受け、担当地区隊の機能が

有効に発揮できるよう隊を編成する。 

(ｴ) 地区隊長は、担当地区の初動措置の指揮体制を図るとともに自衛消防組織

の統括管理者（本部隊）への報告、連絡を密にする。 

(ｵ) 自らのところだけでは地区隊編成が出来ない小規模管理権原の場合、隣接

テナントと合同の地区隊を編成する。

(ｶ) 地区隊は、各班（通報連絡班、初期消火班、避難誘導班など）で編成され

る。各班には班を統括する者（班長）を置く。 

(ｷ) 地区隊（各班）の行う主な任務は、次のとおり。

① 通報連絡班

・ 被害状況の把握、情報収集及び伝達
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・ 消防機関への通報及び防災センター等指定場所への連絡

※ １班あたり３人程度が適当。例：被害状況確認２人、連絡１人

② 初期消火班

消火器、屋内消火栓等を活用しての消火活動

※ １班あたり２人以上が適当。目安：屋内消火栓使用可能人数以上

③ 避難誘導班

・ フリップボード、メガホン等を活用しての在館者への避難誘導

・ 在館者のパニック防止措置

・ 避難状況の確認及び本部隊への報告

・ 避難器具の設定

※ 避難誘導班：避難誘導員数は次による算定が目安

・ 誘導灯の設置状況に応じて配置する。（見通しが良ければ誘導員数も

減ずることが可能と考えられる。） 

・ 用途・構造・業態・利用者層で判断させる。（例：地下階・超高層階・

ショッピングモール等）

・ オフィスビルなど誘導すべき人員が少ない場合は、誘導員数を減らす

ことができるため、建物内人員数だけではなく、誘導すべき人員の質・

層も考慮する。 

・ 災害弱者等の多い用途（病院等）の場合、搬送要員も必要

介添え歩行可の場合、１人につき１人、寝たきりの場合１人につき４

人（担架使用）

④ 安全防護班

・ 防火戸、防火ダンパー等の操作

・ 危険物、ガス、火気使用設備等に対する応急防護措置

・ 倒壊危険箇所の立入禁止措置

・ スプリンクラー設備等の散水による水損の防止措置

・ 活動上支障となる物件の除去

※ 安全防護班：１班あたり５人以上が適当。

⑤ 応急救護班

救出及び負傷者の応急手当等の人命安全に関わる措置

⑥ 搬出班（任意設置）

重要書類及び物件の搬出

（例）原則として各班の兼任は出来ないが、例えば当該業務の負担が設備等の

活用により非常に少ない場合（初期消火班と自動消火設備設置、安全防護

班と防火設備等の作動の自動化・遠隔化、搬出すべき重要物品がない等）

には、基本的な活動場所が同一の場合に限り兼任ができることも妨げない

（例：初期消火班と安全防護班等）。 
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(4) 活動時における管理権原者、防災管理者、自衛消防組織の統括管理者、各地区

隊・各班の統括する者の権限及び任務を明確に記載する。 

(5) １つの防火対象物に管理権原者の異なる複数の事業所がある場合は、協議して

全体で共同の自衛消防組織を組織し、編成及び人員を記載する（管理上の事情等

により例外的に複数の自衛消防組織となる場合には、その設置方法や業務を行う

範囲等について自衛消防組織に関する協議会において協議し明確化するととも

に、その内容を各消防計画で定めておくことが必要である。）。 

(6) 昼夜・営業時間内外において必要な体制が確保されるように平常時の体制、非

常時の対応について具体化し記載する。 

（例）勤務体制により従業員が交替又は大幅に減少し、組織及び構成員が大きく異

なる場合は、原則として別の自衛消防組織を編成する。 

ア 営業時間＝平常時として、被害想定及び対応可能な組織編成を基本とする。 

イ 館内人員数最大の時間帯を基本とした被害想定・自衛消防編成が必要

ウ 館内人員数最大の時間帯ではなく、客（要救助者）と従業員（自衛消防組織

の構成員）のバランス上、自衛消防組織の構成員の負荷が最も厳しい時間帯を

基本とする考え方もある。 

エ 病院・ホテル等の入院スペース・宿泊スペースは、夜間・休日でも人員減と

はならないため、対象物毎に営業時間（建物内に人がいる時間帯）等を考慮す

る。 

オ 館内の人員構成が時間帯毎に大幅に変わる場合、自衛消防組織の編成は原則

として時間帯毎にそれぞれ対応可能な別編成とする。 

(7) 工事中の消防計画と併せて、自衛消防組織の編成・活動を記載する。

ア 「使用部分」と「工事部分」の混在により、出火危険性が高まり、さらに通

常の避難経路が使用できないなどの支障が出る。 

イ 施主（オーナー）側と自衛消防組織（占有者）側、工事業者側とで十分協議

し、安全対策、災害時の指揮命令系統などについて確認しておくことが必要。 

２ 自衛消防組織の運用体制 

(1) 複数権原で共同して自衛消防組織を編成する場合、訓練が重要となる。

ア 訓練を通して平常時から連絡体制・意思決定体制を確立させる。

イ 各事業所（各管理権原者）の消防計画で定める自衛消防の組織は、建物全体

の地区隊等その部分をなすものとして位置付けられ、統括管理者及び本部隊の 

指揮下に入る。 

(2) 必要な人的体制について、災害想定・目標設定により導き出される規模・能

力が確保されるようにする。

ア 少なくとも、防火対象物全体において、以下の自衛消防活動における基本的

な業務について、おおむね二人以上（複数）の要員が配置されていることが必 
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要である。 

(ｱ) 火災の初期の段階における消火活動に関する業務

(ｲ) 情報収集及び伝達並びに消防用設備等その他の設備の監視に関する業務

(ｳ) 在館者が避難する際の誘導に関する業務

(ｴ) 在館者の救出及び救護に関する業務

※ 基本的には各業務の兼任は出来ないと考えられるが、例えば当該業務の負

担が防火対象物の実情等により非常に少ない場合には、活動場所の移動や両

業務の実施が可能な場合も有り得る。 

イ 編成上の工夫

(ｱ) 参集時間、応急対応完了時間を考慮して自衛消防組織の編成を決める。

(ｲ) 班編制は職務上の部署に対応したものとすると上下伝達、任務分担がわか

りやすく人事異動にも対応しやすい。 

(ｳ) 災害の長期化に備えて交代要員を確保しておくことも考慮する。

(ｴ) 交代制勤務（シフト）を導入しているところは、シフト表を活用できる。 

ウ 緊急参集の考え方

(ｱ) 防火対象物の実情に応じ、応急活動のための従業員の出社、自宅待機、退

社等に係る手順について記載する。 

（例）緊急連絡網を定めておく。 

非常時の出社の基準を明確化する。 

(ｲ) 突発型・予知型を問わず交通機関の使用は原則考えない。

（徒歩参集可能な近隣居住職員での編成等） 

(ｳ) 対応事項と活動優先順位に従う。

・ 「被害想定」及び「応急活動の内容」参照

・ 「○○分以内に○○人参集可能」と参集時間毎の参集可能人員数を事前

に把握し、それに基づいた編成をしておく。 

エ 活動長期化への備え（交代要員、物資、資機材）の考え方

(ｱ) 過去のライフライン等の復旧日数を考慮する。

(ｲ) 活動が長期化した場合の対応を記載する（交代ローテーション表の作成

等）。 

(ｳ) 交替時の申し送りの徹底

オ 日常点検にも各班を積極的に活用する。

(ｱ) 各班の任務分担が明確化、使用資機材に精通、連絡報告体制の充実

(ｲ) ＰＤＣＡサイクルにも活かせる。

(3) 防災センターの位置付け、体制、指揮管理体制について明確化し記載する。

（例）非常時には、防災センターが初期消火や避難誘導に必要な情報を集約し、

消防活動の中枢機関としての役割を果たす場所とする。 

ア 防災センターと自衛消防組織の構成員の情報伝達、指揮命令系統について具
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体化し記載する。 

イ 本部隊は、防災センター又はこれに準じる場所を活動拠点とするものとする

（図Ａ参照）。 

(4) 自衛消防組織の有する装備等の保管場所、種類・数量をについて記載する。

装備等の維持管理体制を明確に記載する。

「自衛消防組織装備品リスト（参考例）」参照

（例）管理責任者を定め、定期的な点検の結果を整備記録に記載する。 

(5) 緊急時の指揮命令体系（防災センター・自衛消防本部の設置、構成員、権限等） 

について記載する。 

ア 自衛消防本部は、管理権原者（又は指定された者）の判断により設置する。 

自衛消防組織の統括管理者が不在となる場合に備えて複数の代行者を定め、自

衛消防活動に必要な権限を付与するとともに、代行の優先順位を定める。 

イ 活動を開始する時期（タイミング）を明確化し記載する。

（例）自衛消防本部は、自衛消防組織の統括管理者の判断により活動を開始す

る。 

ウ 自衛消防組織の一部を委託している場合の指揮命令系統を明確に記載する。 

(6) 実効性のある自衛消防体制のためには、実戦的な訓練の定期的な実施が必要不

可欠であり、具体的な行動内容・順序を示し、定量的な検証が可能な訓練マニュ

アルを作成することが重要である。

※ 「地下街等避難等訓練マニュアル検討会報告書」（総務省消防庁予防課）の

考え方等を参考とする。
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【ケース１】

本部隊

☆1つの防火対象物に1人の管理権原者が自

衛消防組織を編成する場合

地区隊①

地区隊②

地区隊③
各フロアごとに

地区隊を編成して

いるケース

自衛消防業務講習修了者

【ケース２】

同一フロアにある

小規模な事業所A、

Bは地区隊①とし、

大規模な事業所C

はフロア別に地区

隊②、③、④とする

☆1つの防火対象物に複数の管理権原者が

自衛消防組織を編成する場合

統括本部隊

事業所A 事業所B

事業所C

地区隊②

地区隊③

地区隊④

地区隊①

自衛消防業務講習修了者

※ 共同防災管理の協議により自衛消防組織を一体的に結成した場合の例
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【ホテル】 複数のテナントが入っているホテルの自衛消防組織編成例

●建物概要： 地上30階、地下1階

●用 途： 複合用途

ホテル【1Ｆ～28Ｆ】、テナント（飲食店 6店）【29Ｆ～30Ｆ】、

テナント（物品販売店 20店）【Ｂ1】

Ｂ1 テナント（物販専門店）

29Ｆ テナント（レストラン街）

1Ｆ～28Ｆ ホテル

30Ｆ テナント（喫茶店、バー）

（3Ｆ～28Ｆ 客室）

（1Ｆ フロント・ロビー）

（2Ｆ 宴会場）

地区隊⑬

地区隊⑫

地区隊③～⑪

地区隊②

地区隊⑭

地区隊①

統括本部隊

※3フロアごとに1隊編成

（3Ｆ 事務室）

（1Ｆ 防災センター）

通
報
連
絡

初
期
消
火

避
難
誘
導

救
出
救
護

活動上の権限を付与

地区隊は、フロア単位に編成

通
報
連
絡

初
期
消
火

避
難
誘
導

救
出
救
護

通
報
連
絡

初
期
消
火

避
難
誘
導

救
出
救
護

通
報
連
絡

初
期
消
火

避
難
誘
導

救
出
救
護

通
報
連
絡

初
期
消
火

避
難
誘
導

救
出
救
護

通
報
連
絡

初
期
消
火

避
難
誘
導

救
出
救
護

自衛消防業務講習修了者

【百貨店】

Ｂ1～3Ｆ テナントＢ1～3Ｆ 大手百貨店

3Ｆ

2Ｆ

1Ｆ

1Ｆ

Ｂ1

複数のテナントが入っている百貨店の自衛消防組織編成例

●建物概要： 地上5階、地下1階

●用 途： 複合用途

百貨店【Ｂ1～3Ｆ】、テナント（飲食店等 100店）【Ｂ1～5Ｆ】

4Ｆ テナント（書籍等）

5Ｆ テナント（レストラン街） 地区隊⑤

地区隊④

地区隊②

地区隊⑥

地区隊①

地区隊③

活動上の権限を付与

統括本部隊

（婦人服等）

（紳士服等）

（家庭用品等）

（事務室、防災ｾﾝﾀｰ）

食料品

（生活雑貨等）

（ホビー等）

（装飾品専門店等）

（食料品専門店）

地区隊は、フロア単位に編成

通
報
連
絡
班

初
期
消
火
班

避
難
誘
導
班

救
出
救
護
班

通
報
連
絡
班

初
期
消
火
班

避
難
誘
導
班

救
出
救
護
班

通
報
連
絡
班

初
期
消
火
班

避
難
誘
導
班

救
出
救
護
班

通
報
連
絡
班

初
期
消
火
班

避
難
誘
導
班

救
出
救
護
班

通
報
連
絡
班

初
期
消
火
班

避
難
誘
導
班

救
出
救
護
班

通
報
連
絡
班

初
期
消
火
班

避
難
誘
導
班

救
出
救
護
班

自衛消防業務講習修了者

絡
班

火
班

導
班

護
班

絡
班

火
班

導
班

護
班

絡
班

火
班

導
班

護
班

絡
班

火
班

導
班

護
班

絡
班

火
班

導
班

護
班

絡
班

火
班

導
班

護
班
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防災センター

⓪ 即時の安全行動
○身の安全確保
○危害防止（火の始末等)
○避難経路確保

① 安心放送（パニック防止） ※緊急地震速報への対応

③ 被災状況の確認指示
【防火対象物の状況】
○ 人的被害
○ 強い揺れによる物的被害
（ＥＶ閉じ込め、落下物・倒壊物等）

○ 火災の発生状況
【ライフラインの状況】
○ 水道、ガス、電気、電話等

⑦ 組織的な対応を要する事項の指示

※人手による確認指示は、次
のような箇所から着手するこ
とが効果的
・被害発生又はそのおそれの
ある箇所
・防災センターからの遠隔監
視が出来なくなった箇所
・在館者が存する箇所

⑤ 状況報告

図 Ａ初動時における主な対応事項と役割分担

② 監視機能を活用
した状況把握

・総合操作盤、受信機

・館内カメラ 等

※強い揺れに伴うエラー信
号等の処理に留意②周辺の危険防除

・人命救助最優先

・初期消火

・避難誘導

④当該地区の被災状
況の把握

⑥ 活動方針の決定
・被災状況に応じ、応急活
動の内容と必要な体制につ
いて判断
・同時多発的に被害が発生
し、一時的に自衛消防組織
の活動能力を超える場合
には、活動上の優先度を的
確に判断
①人命安全の確保
②２次災害の防止

在館者
本部隊

地区隊
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自衛消防組織装備品リスト（参考例）

用意すべき資機材 ○× 用意が推奨される資機材 ○×

消防計画（自衛消防活動要領） 携帯用拡声器

建物図面（平面図・配管図・電気設備図等） 指揮本部用の資機材及び標識（隊旗）

名簿（従業員・宿泊者・入院者等） 照明器具（懐中電灯・投光器等）

情報伝達機器（トランシーバー等）

非常通報連絡先一覧表 携帯用拡声器

情報伝達機器（トランシーバー等）

防火衣又は作業衣 可搬消防ポンプ

消火器具 破壊器具（とび口等）

防水シート

マスターキー ロープ

切断機具（ドアチェーン等切断用） 誘導の標識（案内旗等）

名簿（従業員・宿泊者・入院者等） 誘導の標識（案内旗等）

携帯用拡声器 フリップボード

照明器具（懐中電灯等）

キー、手動ハンドル
（防火シャッター、エレベーター、非常ドア等）

エンジンカッター

救助器具（ロープ、バール、ジャッキ等） 油圧式救助器具セット

建物図面（平面図・配管図・電気設備図等）

応急医薬品 応急救護所設置資機材（テント、ベッド等）

担架 受傷者記録用紙

車イス

自動体外式除細動器（AED）

非常用搬出品リスト（契約書類、台帳、PC、電子記録等） 防水シート

保管標識

そ の 他 災害用活動服、ヘルメット、運動靴、手袋、警笛 携帯発電機

※資機材は持ち出しやすい場所に備蓄・保管します。

※備蓄・保管施設に損壊等のおそれがある場合は、分散して保管します。

※食料（缶詰、乾パン等）：必要日数×必要人数分

※飲料水（目安　3リットル/日）：必要日数×必要人数分

任 務 別

指 揮

品　　名

搬 出

応 急 救 護

通 報 連 絡

初 期 消 火

避 難 誘 導

安 全 防 護
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地震災害特有の対応事項と事業所における計画内容の概要

地震災害に特有の対応事項 事業所における計画内容（骨子）

強い揺れに対する即時の安

全行動とパニック防止

○即時の安全行動の指示→身の安全確保、火の始末 etc.
○パニック防止のための館内放送や自衛消防組織の避難誘導

○緊急地震速報への対応

防火対象物全体における被

災状況の確認とこれに即し

た活動方針の決定

○防火対象物全体の被災状況の確認

→自衛消防組織の地区隊からの速報、機械監視による補完、

一定の階層ごとの人員･資機材の配置 etc.
○応急活動上の優先度に関する判断指標の設定

○防災センターを中心とした統一的な指揮命令系統の確保

落下物･転倒物や閉じ込め

等に伴う被災者の救出･救

護

○落下物･転倒物の下敷きになった者の救出方法

○転倒や飛散ガラス等による負傷者の応急救護方法

○扉の変形等による居室への閉じ込め者の救出方法

○エレベーター閉じ込め者が発生した場合の救出方法

→エレベーター会社との連絡体制、非常開錠キーによるエ

レベーター乗場の扉開放、正常な停止位置からのずれが

小さい場合の救出手順 etc.
出火した場合の迅速な初期

消火

○自衛消防組織の地区隊による迅速な初期消火

○防災センターを中心とした支援体制

避難施設や消防設備等の損

壊･機能停止への対応

○避難施設の損壊を想定した避難経路の確保

→代替経路の選定、階段区画の火煙からの応急防護 etc.
○スプリンクラー設備の損壊を想定した初期対応の確保

→自衛消防組織による人的な初期消火活動（消火器、屋内

消火栓 etc.）、防火区画や排煙設備による拡大防止 etc.
○防火戸の損壊の応急措置、隣接防火戸による二次的な区画

形成 etc.
○エレベーター停止に伴う対応

→エレベーター会社との連絡体制、地震後の運行管理（エ

レベーター会社の安全確認までは使用停止）、エレベータ

ー停止を想定した被災状況の確認や現場駆け付けの方法

停電、断水、通信障害、交

通障害等への対応

○停電：非常電源の容量確保、携帯用照明器具の配備 etc.
○断水：消火用水の容量確保、漏水時の速やかな閉止 etc.
○通信障害：消防機関等への通報手段の複線化 etc.
○交通障害：自衛消防活動の長期化に備えた交代要員、物資

等の確保

万一に備えた円滑な全館避

難

○被害の程度等に応じた避難上の活動区分の設定

→建物全体に危険が及ぶおそれ→全館一斉避難

建物の一部が損壊、出火等→危険箇所から逐次避難 etc.
○全館一斉避難を行う場合の誘導方法

→避難の順序、経路の分散、災害時要援護者への配慮 etc.
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具体的な消防計画の構成 

○：標準的に盛り込まれる事項

●：盛り込むことが推奨される事項

消防計画に盛り込む内容 具体的な記述のポイント 記述内容の解説 活動要領例等 

総則的事項 

[1] 

消防計画の目的等

に関する事項 

[1-1] 

消防計画の目的 

[1-1-1] 

○地震、火災、毒性物質の放出等その他の災害（避難等

への対応に限る）を対象に、その災害発生の防止と被

害の軽減を目的としたものであることを規定する。

○在館者の人命安全の確保及び二次災害発生の防止が基

本的な目標となる。

消防計画の適用範

囲（場所・人）   

[1-1-2] 

○管理権原が分かれているかどうかに関わらず、建物全

体（敷地を含む）を対象とした一体となった消防計画

として作成し、管理権原が分かれている場合にはその

後個別の管理権原毎にその役割・権原に応じて個別の

消防計画を作成する。

○従業員・利用者全てを含め、在館者全てを対象として

消防計画を作成する。

管理権原の範囲 

[1-1-3] 

○管理権原が分かれている場合、その権原・責任の範囲

を明確に記載する（平常時の管理区分が明確でない場

合や空間的な重複があるような場合にも防火・防災管

理上の空白が生じないように防火・防災管理責任の範

囲を明確化する）。

○指定管理者制度、不動産信託制度、ＰＦＩ、ＳＰＣの

ような管理形態での管理責任関係の明確化について記

載する。

○防火・防災管理者の一部委託（一括選任）を行う場合

の権原委任や管理責任関係の明確化について記載す

る。

○管理責任状況の定期的な把握手段、変更時の消防計画

変更手段について記載する。

災害想定及び PDCA

サイクル（消防計画

の見直しを着実に

実施するための手

順等）

[1-1-4]

○地震発生時における被害の想定の実施及び当該想

定被害に対応した対策の具体的な内容について記

載する。

○定期的な検討、訓練による検証等を踏まえた継続的な

消防計画の見直し・改善を着実に実施するための組織、

手順を明確に記載する。

○消防計画を見直すための組織（防火・防災管理委員会、

共同防火・防災管理における協議会）・手順について

記載する。

○少なくとも震度６強程度の地震の発生を想定して、具

体的な被害の態様及びそれに対応した対応策の考え方

及び消防計画反映のポイントについて記載する。

○消防計画の記載事項の変更が生じた場合には見直しを

行うことを記載する。

○消防計画を定期的に検討・見直しを行うことを明確に

記載する。

○自衛消防訓練の実施結果により必要な見直しを行い、

消防計画に反映させることを記載する。

○訓練の検証結果の他にも見直しを行う事由

例：人事異動、事業所の組織変更、防火対象物の変更、

類似した防火対象物からの火災事例が発生した場合

等
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防火・防災管理者及

びその権限、業務、

防火・防災管理組織 

[1-2-1] 

○防火・防災管理者が誰であるかを明確にする。

○管理権原が分かれている場合に統括防火・防災管理者

との関係について明確にする。

○防火・防災管理者の委託を行っている場合にその委託

関係及びその手続きを明確にする。

○防火・防災管理者に防火・防災管理業務上与えられて

いる権限と行うべき業務を明確にする。

○防火・防災管理者を補完する組織（防火・防災管理委

員会等）の構成（管理権原者、防火・防災管理者、自

衛消防組織の統括管理者、地区隊長等）、開催方法（時

期）、審議内容について具体化する。

○共同防火・防災管理における統括防火・防災管理者と

個々の防火・防災管理者との連絡調整、指示命令、報

告等の関係について、協議事項で定め、全体の消防計

画及び個々の消防計画において明確に記載する。

予防的事項 

[2] 

共通的事項 

[2-1] 

予防的活動に係る

組織体制 

[2-1-1] 

○防火・防災担当責任者、火元責任者について、その任

にあたる者、責任区分、業務内容を明確化する。

自主チェックに係

る組織体制 

[2-1-2] 

○防火・防災管理者（及びその組織）による自主チェッ

クの方法、実施計画について具体化する。

○法８条の２の２による防火対象物定期点検報告、法36

条で準用される法８条の２の２の防災管理点検報告の

対象となっている場合、その実施方法等について具体

化する。

○消防用設備等の点検報告の実施方法等について具体化

する。

○その他防火安全に係る点検等チェック体制について具

体化する（連動シャッターの動作点検等）。

防火・防災管理者等に関する事項 

[1-2] 

記録に係る事項 

[2-1-3] 

○防火・防災管理上必要な書類等について編冊した防

火・防災管理維持台帳を作成し整備し保管することを

具体化しておく（具体的書類名、管理責任、管理場所

等）。

共通的事項 

[2-1] 

休日・夜間等の対応

に係る事項 

[2-1-4] 

○終日の利用状況を確認し、防火・防災管理体制の空白

がないようにする。

工事中の安全対策

に係る事項 

[2-1-5] 

○建物の一部が工事等をしている場合の防火・防災管理

体制について明確化しておく（工事中の消防計画の作

成等）。

定員管理に係る事

項 

[2-1-6] 

○在館者の状況について常時確認し、必要に応じて制限

を行うことについて、その責任主体・実施方法を明確

化しておく。

火災に特有の内容 

[2-2] 

火気管理等出火防

止対策 

[2-2-1] 

○火気使用設備の管理、喫煙制限等火気使用の制限につ

いて明確化する。

○臨時の火気使用に必要な手続き・安全措置等について

明確化する。

危険物等の管理 

[2-2-2] 

○危険物等の貯蔵取り扱い、種類・数量変更に必要な手

続き・安全措置について明確化する。

避難施設・防火上の

構造等の管理 

[2-2-3] 

○避難施設・防火設備等の管理についてその責任者・範

囲・管理方法等について明確化する。
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地震に特有の内容 

[2-3] 

建物等の耐震診断

等 

[2-3-1] 

○地震発生時の建築物・設備の安全性を確認するための

耐震診断の実施その他必要な措置を行うこと等を記載

する。

○災害想定・目標設定に応じた安全性が確保されている

ことを確認する（想定している地震のレベルと建物強

度等に極度の不整合等がないか。）。

○平常時において建築物・設備の地震に対する安全性を

確認するための措置を行うことを記載する。

○一定規模の建築物は耐震改修促進法により耐震診断の

実施等の努力義務が課せられている。

収容物等の転倒・移

動・落下防止 

[2-3-2] 

○収容物等の転倒・移動防止、落下のおそれのある物品

等への対応の実施について記載する。

○収容物等の転倒・移動防止の実施に関し、責任主体、

実施方策、維持点検方策について記載する。

○落下のおそれのある物品等への対応に関し、責任主体、

実施方策、維持点検方策について記載する

○収容物等について一定の転倒・移動防止、落下防止の

措置が実施されていない場合、災害応急活動に多くの

障害が発生し、それに対応するための安全防護班等の

業務が非常に大きくなることが想定される。

○「家具類の転倒・落下防止対策推進委員会における検

討結果について」（東京消防庁）、「オフィス家具・

家電製品の転倒・落下防止対策に関する調査研究委員

会における検討結果について」（東京消防庁）が参考

となる。 

地域防災計画との

調整 

[2-3-3] 

○ 消防計画の作成・見直しの際の、火災時に関する消

防計画、地域防災計画、その他災害時の業務計画等と

の関係の整理・調整のための組織体制、整理・調整の

考え方を記載する。

(例)当該建物が広域避難場所、災害医療拠点となってい

たり、指定公共機関としての活動等を行う場合、当該

活動についての地域防災計画・防災業務計画等におけ

る活動内容と消防計画の内容が整合しているかどうか

消防計画作成時及び定期に見直しを行うことを記載す

る。 

地震の対応に特有

の設備等の設置、物

資の確保 

[2-3-4] 

○地震災害時に最低限必要な物資等（自衛消防組織が使

用する資機材、消耗品、食料等の物資）について、平

時から確保しておくべき数量等（活動計画等から算定

する）及び点検交換等がきちんと行われるようにチェ

ック体制や更新期限等を記載する。

●緊急地震速報を活用する場合の機器の導入や維持管理

体制その他必要な事前準備等について明確に記載す

る。

（例）物資等の管理者を定め、管理記録を作成する。 

応急対策的

事項 

[3] 

共通的事項 

[3-1] 

自衛消防組織の編

成 

[3-1-1] 

○自衛消防組織の編成及び人員の構成を具体的に記載す

る。

主要な編成についてその基本的なルール及び編成例と

しは、別冊３参照。

（例） 

本部隊の基本編成   地区隊の基本編成 

統括管理者－指揮班    地区隊長－情報収集・連

絡班 

  情報収集・連絡班 消火班 

消火班 避難誘導班 

   避難誘導班   安全防護班 

   安全防護班   応急救護班 

   応急救護班   重要物搬出班 

○本部隊・地区隊別に体制・任務を明確化する。

○自衛消防組織の統括管理者、地区隊長の権限及び任務

を明確に記載する。

○必要な人的体制について、災害想定・目標設定により

導き出される規模・能力が確保されるようにする。（別

冊２）

○本部隊（統括本部隊）は１隊とする。

○本部隊に自衛消防組織の統括管理者をおく。

○自衛消防組織の統括管理者は、指揮、命令、監督等の

一切の権限を有することを明確に定める。

○自衛消防組織の統括管理者の不在時の代行者を定めて

おく。

○地区隊長から自衛消防組織の統括管理者（本部隊）へ

の報告・連絡を明記しておく。

○本部隊は当該建物内の全ての場所から火災等の災害が

発生したときは、地区隊に対して強力なリーダーシッ

プを取り、あらゆる災害の初動対応及び全体の統制を

行うものとする。火災等の災害への初動対応を行うと

ともに、地区隊が活動している場合においてもこれに

協力し、指揮、統制を行い、他の地区隊に対して支援

を要請し活動させることができるものとする。

○地区隊は階・区画・主要な権原ごとに設ける。（同一

階・同一区画で複数管理権原の場合は、それぞれの規

模・人員などの実状に応じて編成することもあるし、

複数階・区画でも管理が一体となっているときは同一

の地区隊としてよい。）

○本部隊の行う主な任務は、次のとおり。

①自衛消防活動の指揮統制、状況の把握

②消防機関への情報や資料の提供、消防機関指揮本部

との連絡

③在館者に対する指示

④関係機関や関係者への連絡

⑤消防用設備等の操作運用

⑥避難状況の把握

⑦地区隊への指揮や指示

⑧その他必要な事項

○複数管理権原に分かれている場合、防火対象物の全領

域で一体的に活動可能な自衛消防体制が確保されて

いることが必要であり、これを全体の消防計画及び管

理権原毎の消防計画で位置付けることが必要である。 

○複数権原下で組織編成する場合、訓練が重要となる。 

○訓練を通して平常時から連絡体制・意志決定体制を確

立させる。

○編成上の工夫

○参集時間、応急対応完了時間を考慮して自衛消防組織

の編成を決める。
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○複数の管理権原者に分かれている防火対象物の場

合は、全体としての自衛消防組織の編成及び人員、

共同して設置する自衛消防組織に関する協議会の

設置及び運営、自衛消防組織の統括管理者の選任

方法、自衛消防組織の活動範囲その他共同してお

く自衛消防組織の運営に関し必要な事項について

記載する。

○大きな用途グループ（物品販売店舗と事務所等）や棟・

区画の区分毎に地区隊を編成

○地区隊に地区隊を統括する地区隊長をおく。

○地区隊長は、自衛消防組織の統括管理者の命を受け、

担当地区隊の機能が有効に発揮できるよう隊を編成す

る。

○地区隊長は、担当地区の初動措置の指揮体制を図ると

ともに自衛消防組織の統括管理者（本部隊）への報告、

連絡を密にする。

○自らのところだけでは地区隊編成が出来ない小規模管

理権限の場合、隣接テナントと合同の地区隊を編成す

る。

○地区隊は、各班（通報連絡班、消火班、避難誘導班な

ど）で編成される。各班にはそれぞれ統括者（班長）

を置く。

○複数管理権原の防火対象物においては、管理権原ごと

の消防計画及び共同防火管理制度における協議事項と

して一体的な編成を確保し、各事業所（各管理権原者）

の自衛消防組織は、建物全体における地区隊として位

置付けられ、統括本部隊の指揮下に入る。

○班編制は職務上の部署に対応したものとすると上下

伝達、任務分担がわかりやすく人事異動にも対応しや

すい。

○災害の長期化に備えて交代要員を確保しておくこと

も考慮する。交代制勤務（シフト）を導入していると

ころは、シフト表を活用できる。

各班の任務 

[3-1-2] 

○各班の任務内容・統括する者を明確化する。

○原則として各班の兼任は出来ないが、例えば当該業務

の負担が設備等の活用等により非常に少ない場合（消

火班と自動消火設備設置、安全防護班と防火設備等の

作動の自動化・遠隔化、搬出すべき重要物品がない等）

には、基本的な活動場所が同一の場合に限り兼任を認

める（例：消火班と安全防護班等）。

○地区隊（各班）の行う主な任務は、次のとおり。

○通報連絡班（１班あたり３人程度が適当。

例：被害状況確認２人、連絡１人）

○被害状況の把握、情報収集及び伝達

○消防機関への通報及び防災センター等指定場所への連

絡

○地区隊の通報連絡班は、災害発生場所、状況等を本部

隊（防災センター）に報告する。

○初期消火班（１班あたり２人以上が適当。目安：屋内

消火栓使用可能人数以上）

○消火器、屋内消火栓を活用しての消火活動

○班数は被害想定に基づく予想出火箇所数以上。予防的

取り組みによって予想出火箇所数を減じることが可

能。

○１班あたりの担当可能な面積の検討が必要。自動消火

設備の寄与も考慮する。

○避難誘導班（避難誘導員数は空間の見通しや用途・構

造・業態・利用者層に応じて算定）

○メガホン、携帯用拡声器等を活用しての在館者への避

難誘導

○在館者のパニック防止措置

○避難状況の確認及び本部隊への報告

○避難器具の設定

○パニックが起こりやすい用途・構造の場合、パニック

防止用説明要員が必要。

○放送設備が使用可能な場合、誘導員数を減ずることが

可能。

○オフィスビルなど誘導すべき人員が少ない場合は、誘

導員数は少なくてもよいため、建物内人員数だけでは

なく、誘導すべき人員の質・層も考慮する。

応急対策的

事項 

[3] 
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○災害弱者等の多い用途（病院等）の場合、搬送要員も

必要（目安：介添え歩行可の場合、１人につき１人、

寝たきの場合１人につき４人（担架使用））

○安全区域までの避難所要時間も考慮する。

○安全防護班（１班あたり５人以上が適当。）

○防火戸、防火ダンパー等の操作

丸井危険物、ガス、火気使用設備等に対する応急防護措

置 

○倒壊危険箇所の立入禁止措置

○ スプリンクラー設備等の散水による水損の防止措置

○活動上支障となる物件の除去

○班数は、要救出箇所数（エレベーター閉じ込め、倒壊

壁など）が考えられる。

○救出後の救護体制との兼ね合いが生じる。

○応急救護班

○救出及び負傷者の応急手当等の人命安全に関わる措置

○搬出班（任意）

○重要書類及び物件の搬出

○防災センターは、防災施設、設備等の情報を一元

化することにより、これらの設備等を有機的に連

携し、監視、制御等を集中的に行う施設であると

ともに、設備等の状況を適切に把握し、正確な防

災情報を提供するなど、災害活動を適切かつ効果

的に行うための中心的役割を果たす場所である。

防災センターにおいて、消防機関が迅速な災害

対応を行う上で必要な情報（特に災害の状況、避

難状況、消防用設備等の作動状況、自衛消防隊の

活動状況、災害発生から消防隊現場到着時までの

時系列情報等）を収集する方法を具体化しておく。 

自衛消防組織の運

用体制 

[3-1-3] 

○昼夜・営業時間内外において必要な体制が確保される

ように平常時の体制、非常時の対応について具体化す

る。

○応急活動のための従業員の出社等に係る手順について

記載する。

(例) 勤務体制により従業員が交替又は大幅に減少し、

組織及び構成員が大きく異なる場合は、原則として別

の自衛消防組織を編成する。 

○営業時間 ＝ 平常時として、被害想定及び対応可能な

組織編成を基本とする。

○館内人員数最大の時間帯を基本とした被害想定・自衛

消防編成が必要

○館内人員数最大の時間帯ではなく、客（要救助者）と

従業員（自衛消防組織の構成員）のバランス上、自衛

消防組織の構成員の負荷が最も厳しい時間帯を基本と

する考え方もある。

○病院・ホテル等の入院スペース・宿泊スペースは、夜

間・休日でも人員減とはならないはず。対象物ごとに

営業時間（建物内に人がいる時間帯）を考慮する。

○館内の人員構成が時間帯ごとに大幅に変わる場合、自

衛消防組織の編成は原則として時間帯ごとにそれぞれ

対応可能な別編成とする。
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応急対策的

事項 

[3] 

自衛消防組織の装

備 

[3-1-4] 

○自衛消防組織の有する装備等の種類・数量をについて

記載する。

○装備等の維持管理体制を明確にする。

○自衛消防組織の有する装備等の保管場所、種類・数量

について記載する。

○「自衛消防組織装備品リスト（参考例）」参照

○必要数は対応事項・隊数・人員数による。

○「被害想定」及び「応急活動の内容」参照

○装備等の維持管理体制を明確に記載する。

(例) 管理責任者を定め、定期的な点検の結果を整備記

録に記載する。 

指揮命令体系 

[3-1-5] 

○緊急時の指揮命令体系（防災センター・自衛消防本部

の設置、構成員、権限等）について記載する。

○防災センターの位置付け、体制、指揮管理体制につい

て明確化する。

○活動を開始するタイミングを明確化する。

○消防機関との関係を明確化する。

○緊急時の指揮命令体系（防災センター・自衛消防本部

の設置、構成員、権限等）について記載する。

(例) 自衛消防本部は、管理権原者（又は指定された者）

の判断により設置する。自衛消防組織の統括管理者が

不在となる場合に備えて複数の代行者を定め、自衛消

防活動に必要な権限を付与するとともに、代行の優先

順位を定める。 

○活動を開始する時期（タイミング）を明確化し記載す

る。(例) 自衛消防本部は、自衛消防組織の統括管理

者の判断により活動を開始する。

○自衛消防組織の業務の一部を委託している場合の指揮

命令系統を明確に記載する。

○消防機関の到着後には、被災情報の引き継ぎ、消防機

関の指揮下での協力を行う。

○防災センターは、災害確認後、消防機関へ通報すると

ともに、自衛消防組織の統括管理者に報告し、放送設

備により必要に応じ館内周知する。・発災後も定期的

に被害状況を確認するなど、情報収集活動に従事する

必要あり。・臨海地域では津波情報も考慮し、必要に

応じ周知する。

火災に特有の内容 

[3-2] 

火災発見時の措置 

[3-2-1] 

○火災発見時の活動要領を具体的に記載する(発見手

段・手順）。

○テナント単位で導入されているセキュリティシス

テムに関する対策として、機密情報を収納してい

る室など、防災センター勤務者にも解錠方法を教

えることができないような場所で火災が発生した

場合には、最終的な手段としてセキュリティゲー

トを破壊して開錠することも想定されるが、この

ような場所で火災が発生した場合の入室手段（解

錠方法の伝達、破壊による開錠の可否等）につい

て明確化する。

通報連絡 

[3-2-2] 

○消防機関や関係機関との通報連絡の活動要領を具体的

に記載する。

●マスコミ等に対して広報対応を行う場合の体制等を盛

り込む。

○公設消防隊の到着までに必要な情報をどれだけ収

集し整理できるか、どのような形で消防隊に情報

提供するかの訓練が有効である。

消火活動 

[3-2-3] 

○消火活動の活動要領を具体的に記載する。

避難誘導 

［3-2-4] 

○避難難誘導の活動要領を具体的に記載する。

○当該該建物の特徴に応じた避難コンセプトを明確に記

載する（水平避難の可否、全館避難・部分避難の選択、

避難方向の選択）。

○災害時要援護者への対応について具体化する。

○ＥＶの使用制限及びその管理方法等について記載す

る。

○聴覚障害者、外国人等への情報伝達方法等について記

載する。

○自力避難困難者の避難行動支援について記載する。

○災害時要援護者への対応については、事前に計画して

おくことに加えて、当該対応について当該災害時要援者

に対して事前に情報提供を行うことにも留意が必要で

ある（掲示、案内パンフレットへの記載等）

安全防護措置 

[3-2-5] 

○安全防護措置（防火戸・シャッター、排煙口等の操作、

危険物・漏洩ガス等の応急防護措置、活動上支障とな

る物件等の除去等）の活動要領を具体的に記載する。
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救出救護 

[3-2-6] 

○救出救護（逃げ遅れ者の救出、負傷者の救護等）の活

動要領を具体的に記載する。

消防機関への情報

提供・案内 

[3-2-7] 

○現着する消防機関への情報提供や案内の活動要領を具

体的に記載する。

○消防機関と自衛消防組織との指揮調整方法、消防機関

指揮本部の設置場所（防災センター等）を記載する。

地震に特有の内容 

[3-3] 

発生時の初期対応 

[3-3-1] 

○関係者・関係機関への連絡手段・連絡手順を明確化す

る。

○危険場所からの待避、パニック防止のための放送、出

火防止措置、自衛消防組織の活動開始等の手順を記載

する。

○地震発生時においては、まず身の安全を確保すること

を優先する。

○揺れがおさまった後、早い時期に安心情報を館内一斉

放送し、在館者の不安感を取り除くようにする。また、

逐次情報提供することを告げて、むやみに動き回らな

いよう周知する。

○負傷者情報の通報願いを告げて、在館者からの情報収

集も開始する。

○公設消防隊の到着までに必要な情報をどれだけ収

集し整理できるか、どのような形で消防隊に情報

提供するかの訓練が有効である。

○大規模な防火対象物では、自衛消防活動として実

施すべき事項が多岐にわたるが、災害の状況等に

より少ない人員体制で活動せざるを得ない場面を

想定しておくことが有効である。

○地震発生！グラっときたら

①落ち着いて、自分の身を守る。

②すばやく火の始末を行う。ガス器具栓または元栓を

閉めて火を消す。

③ドアを開け、避難路を確保する。

○揺れがおさまったら

①火元の確認（早めにガスの元栓を閉め、電気のスイ

ッチ・ブレーカーを切る）

②火災が発生したら初期消火を行う。

③家族の安全確認を行う。

④ラジオなどで情報を確認する。

応急対策的

事項 

[3] 

緊急地震速報の活

用［3-3-2］ 

●緊急地震速報を活用している場合にはその対応を具体

的に記載する（短時間であり明確な手順化・シーケン

ス化が必要）。

○緊急地震速報の受信等を行うシステムについて記載す

る。

○発報基準、速報内容等を記載する。

○地震発生時刻、地震の震央、震度５弱以上が推定され

る地域及び震度４が推定される地域

○「強い揺れのおそれがある地域」として発表し、具体

的な推定震度は発表しない

○猶予時間は発表しない

○職員等の対応について、自らとるべき行動と来客者等

に対してとる行動について記載する。

○適切な情報提供等によるパニックの防止について記載

する。

○訓練方法等について記載する。

○施設内における平常時の周知の方法、従業員への教育

等について記載する。

※一般的な例としては、上記のような項目が考えられる

が、実際の緊急地震速報の利活用に当たっては、それ

ぞれの利用者の業務によって固有の検討が必要とな

る。（発表する内容等）

○緊急地震速報を活用した対応行動

○まず、身の安全確保のための行動をとるよう指示す

る。

○寄りの机の下に潜り、揺れに備える姿勢をとる。

○明の落下や収容物の転倒等による危険がない場所で

ひざまずき揺れがおさまるのを待つ。

○その場で火を消せる場合は消火する。

○火元から離れている場合は、無理して消火しない。

○揺れがおさまった段階で、次の対応行動を指示する。 

○あわてて出口や階段に殺到しないよう周知する。

○緊急地震速報により、地震発生までに時間がある場合

は、避難情報・安心情報を在館者へ発信する

○近くに在館者がいる場合は、声をかけるなどして、適

切な行動が取れるよう誘導する。

※具体的な活用を計画していない場合であっても、防災

センター等でテレビ等により緊急地震速報の情報を

把握することは有益である。

発生時の被害状況

の確認 

[3-3-3] 

○建物全体の被害情報の確認手段・情報収集手順につい

て具体的に記載する。

○必要情報の整理・分析手順について具体的に記載する。 

○被害の内容、程度に応じた対応優先順位の判断方法等

を記載する。

○自衛消防組織の統括管理者は、各地区隊の通報連絡班

からの情報により、被害情報を確認する。

○自衛消防組織の統括管理者は、収集した情報を必要に

応じて隊員、在館者に伝達する。

○優先して収集すべき情報を明確化しておく（負傷者数、

閉じこめ者数、火災等２次災害の有無、構造等損壊等） 

○活用する機器等について明確にしておく（総合操作盤、

自火報、監視カメラ、設備モニタ、従業員等からの速

報等）

111



応急対策的

事項 

[3] 

地震に特有の内容 

[3-3] 

救出救護 

[3-3-4] 

○落下物、転倒物や飛散ガラス等による救出救護につい

て記載する。

○建物損壊等による閉じこめ救助等の資機材、活動要領

等について記載する。

○救護場所の設置について記載する。

○応急救護班の行う応急手当、医療機関への搬送方法等

について記載する。

○建物の下敷きなどの事故と同時に火災が発生した場合

は、原則として火勢を抑えてから救出活動にあたりま

す。

○二次的な事故を起こさないように注意しながら救出活

動にあたります。

○事業所に備えてある防災資機材のほか、必要に応じて

周囲の備蓄資機材や建築、土木等の技術者・重機操作

者などの応援を求めることも考慮する。

○救助が必要な場合は、生存率が高い時間内での迅速で

効率的な救助・救急活動が最も重要になり、公設消防

の迅速な活動が期待できない場合に備え、自衛消防組

織による救出救護活動が重要となる。

○転倒家具に挟まれている人の救出手順をマニュアル化

しておく。

○バールやエンジンカッター等の使用手順をマニュアル

化しておく。

○救出活動のポイント 救出・救護班のほか、状況に応

じてできるだけ周囲の人の協力を求める。また、必要

と認められる場合には、速やかに消防機関等の出動を

要請する。大規模な救出作業が必要な場合で、自衛消

防組織が保有する資機材では十分ではないときは、コ

ミュニティ防災センター備蓄資機材の活用や周辺建設

業者の協力を要請することも考慮する。倒壊建物の下

敷きになった人の救出に際しては、二次災害発生の防

止に努める。また、同時に火災が発生した場合は、火

災を制圧しつつ救出活動にあたる。

○倒壊した建物からの救出手順をマニュアル化してお

く。

○自衛消防組織の構成員の知識・技術のレベル等から対

応可能な応急救護活動の範囲・内容を定めマニュアル

化しておく。

○応急救護所の設置場所、人員、資機材等について定め

る。

○必要な場合の緊急搬送について定めておく。

○消防機関の救急隊が迅速に来れない場合の搬送等につ

いて定めておく。

○落下物・転倒物の下敷きになった者の救出方法

①挟まれている人に声を掛け、安心感を与える。

②周囲の人に声をかけ応援を求める。

③挟まっているものに覆いかぶさっているものをで

きるだけ除去する。

④てこの原理を利用して、すき間を作り、痛みを和ら

げる。てこの支点として使用する物は、角材などの

堅く安定性のある物を使用する。

⑤家具などの一部を破壊するか、中の収容物を取り除

くなどして重量を軽くする。

⑥持ち上げてできた空間が崩れないように、空間に角

材などを当て補強する。補強に使う角材は、太さが

１０センチメートル以上で亀裂が入っていない柱

などを使う。

⑦被災者に声をかけながら行い、不用意に引きずり出

したりせず慎重に行う。

○扉の変形等による居室への閉じ込め者の救出方法・機

材は事前に取扱い等訓練を受けた者が使用すること

とする。

○倒壊した建物の下敷きになった者の救出方法

建物やへいなどの下敷きになった者がいた場合には

大声で周辺に知らせ、協力しあって助け出す。また、

救出が難しい場合は直ちに消防署に連絡をする必要

があります。

①挟まれている人に声をかけ安心感を与える。

②挟まれている人の人数を確認する。

③周囲の人に声をかけ応援を求める。

④リーダーを決め、手順を確認しながら作業を行う。 

⑤進入するときは、余震の有無や足場の安全などを確

かめ、二次災害が起こらないように注意する。

⑥あらかじめ、手で取り除ける物をすばやく取り除

く。瓦礫や土砂はスコップを使って取り除く。

⑦被災者が挟まれている場所の状況を確認し、作業の

妨げとなる部分をのこぎりやバールを使って取り

除く。梁や柱は切断箇所によっては崩れることがあ

るので十分注意する。

⑧てこの原理を利用して、すき間を作り、痛みを和ら

げる。てこの支点として使用する物は、角材などの

堅く安定性がある物を使用する。

⑨持ち上げる高さは、救出に必要なスペースとし、空

間が崩れないように空間に角材などを当てて補強

する。

⑩すき間があれば、てこの代わりに自動車用ジャッキ

を使って持ち上げる。てこに使う角材は、太さが１

０センチメートル以上で亀裂が入っていない柱な

どを使う。

⑪被災者に声をかけながら行い、不用意に引きずり出

したりせず慎重に行う。
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応急対策的

事項 

[3] 

地震に特有の内容 

[3-3] 

○転倒や飛散ガラス等による負傷者の応急救護方法

家具等の転倒、ガラスや落下物による傷や骨折、火災

や薬品によるやけどなどにより負傷者がいる場合、応

急手当をすることが必要です。

○人が倒れていたら（危険な場所以外）

①倒れている場所が安全かどうか確認する。危険な場

所ならば安全な場所に移動する。

②容体の観察

③気道確保

④呼吸を調べる。

⑤呼吸がなければ人工呼吸を開始する。

⑥意識はないが十分な呼吸をしている場合には、嘔吐

物による窒息を防ぐため、傷病者を回復体位にす

る。

○人が倒れていたら（危険な場所）

①倒れている場所が安全かどうか確認する。危険な場

所ならば安全な場所に移動する。

②毛布と棒を利用した負傷者の搬送

③椅子を使った負傷者の搬送

④徒手による負傷者の搬送

○出血していたら

（例）

○直接圧迫止血法

①出血部分を清潔なガーゼや布で強く押さえる。

②出血部位を押さえるガーゼや布は清潔で厚みがあ

り、出血部位を充分に覆うことができるものを使

う。

○間接圧迫止血法

動脈性の出血が激しく続いているときは、包帯やガー

ゼを準備する間に手で止血点を圧迫する。 

○止血帯法

止血帯法は、手足の動脈性出血に対して、やむを得な

い場合に最後の手段として行う。 

①手や足の出血で、直接圧迫止血法では、止血が困難

な場合に止血帯を用いて止血する。部位は、上腕部

と大腿部に限られる。

②止血帯としては、３センチメートル以上の幅のある

三角巾・包帯・スカーフなどを使用する。

③止血帯は、傷の上部（心臓に近い側）でしかも傷に

近いところで締める。

④止血帯による止血を３０分以上続ける場合は、３０

分毎に緊縛を一旦緩め、血流を再開する。

113



応急対策的

事項 

[3] 

地震に特有の内容 

[3-3] 

エレベーター停止

等への対応

[3-3-5]

○全体フローは別図Ａ参照

○EV会社との連絡体制、復帰対応について記載する。

○EV会社の安全確認までは使用停止させることを記載

する。

○EV停止を想定した被災状況の確認や現場駆けつけの

方法を記載する。

○閉じ込め者が発生した場合の救出方法について記載す

る。

○非常開錠キーの使用方法・救出手順（正常な停止位置

からのずれによる対応の違い）、技術者・専門知識の

確保等について記載する。

○エレベーターが停止した際の対応策について記載す

る。

○ＥＶ会社の行うエレベーター閉じ込め時の救出講習等

に参加し、救出能力の向上を図ることを記載する。

○エレベーター保守会社の技術員以外の人による救出作

業が可能となる条件を記載する。

○以下の条件を満たした場合、閉じ込め救出の具体的手

順について教育訓練を受けた専任技術者が閉じ込め救

出作業を行える場合がある。

①エレベーターシャフト内に立ち入らず、乗場扉開錠

により救出可能な位置に停止した場合

②防災センター等に技術者が常駐している場合

③保守会社の十分な定期訓練を受けた専任技術者が、

救出手順に基づき行うこと

○活動要領・ エレベーターが停止した場合は、停止位

置、閉じ込められた人の有無等を確認する。

○エレベーターの管理会社に連絡する。エレベーター管

理会社は、閉じ込められた人がいるところを優先した

活動を行う。

○エレベーター内部にインターホンで連絡し、エレベー

ター会社に連絡した旨などを説明し、落ち着かせる。 

○エレベーター管理会社又は消防機関が到着した場合

は、エレベーターの停止位置等の情報提供を行い、現

場へ誘導を行う。

○エレベーター停止・閉じ込めは比較的低い震度でも同

時に発生する場合があることに留意が必要である。

地震による出火防

止への対応 

[3-3-6] 

○同時多発的出火への対応方法を明確化する。

○迅速な火災対応を記載する（通常火災への対応の準

用）。

○大きな揺れがおさまった後、電源・燃料等の遮断

を行う。

○炎や煙に惑わされず、燃えているものを確かめる。

○燃えているものに適した消火器等を使い、できるだけ

近づいて消火する。

○できるだけ多くの人で消火器等を集めて、一気に消火

する。

○複数箇所から出火して消火班の能力を超えている場

合は、人命に影響を及ぼす場所の火災を優先する。

避難施設・建物損壊

への対応 

[3-3-7] 

○避難施設の損壊を想定した代替経路の選定手順等につ

いて記載する。

○SP設備損壊を想定した火災時の対応方法の明確化、被

害の極小化、水損防止等について記載する。

○区画損壊等に対応した応急措置及び使用制限等（二次

的な区画形成手段等）について記載する。

○消防用設備等の点検を行い、異常の有無を確認し対処

するよう記載する。

○避難施設の損壊を想定した避難経路の確保

  （代替経路の選定、階段区画の損壊時における火煙

の流入防止） 

○普段から、防火戸や防火シャッターの閉鎖状況、エレ

ベーターの運転制御などの状況を確認し、特に廊下や

階段等の避難施設に面する防火戸等の状況及び避難口

の解錠方式を確認しておく。

○防火設備の避難扉に商品等が倒れて開放できなくな

り、避難通路として使用できないことがあるため、周

辺の物品等管理について定めておく。

○火災の時は非常口や階段が変形、損傷して使用不能と

なることがあるため、複数の避難経路を確保するとと

もに万一の際の安全防護班による避難経路の確保等に

ついて定めておく。

○火災が発生した場合には、消火活動に併せて区画の損

傷状況を確認し、避難経路の安全性を確保する。

○スプリンクラー設備の損壊を想定した初期対応の確保

（自衛消防組織による人的な初期消火活動、防火区画や

排煙設備による拡大防止等） 

下記のような場合、固定消火設備の機能の維持に対し

て影響を与えるため、代替的な活動要領について記載

しておく。 

○防火戸の損壊の応急措置、隣接防火戸による二次的な

○電気系統の被害による機能停止

①電力供給が停止した場合（電気配線の断線、受電設

備の被害など）

②電力供給の停止の際に、非常用の自家発電設備が機

能しない場合

③水漏れにより、電気機器や配線に電気機器や配線に

電気的事故が発生した場合

④水漏れ等により、漏電のおそれ等があり、安全確保

のために通電を停止した場合

○設備の被害による給水不能（機能停止）

①消火ポンプが損傷を受けた場合

②給水源からの配管が破断した場合

○設備の被害により、作動が遅れたり有効な散水が得ら

れない場合

○水損等の被害拡大防止など管理上の要因による機能

停止

114



区画形成 

○建物損傷・収容物転倒等により防火戸・シャッター等

が自動閉鎖しなかった場合の安全防護班等による手動

の区画形成について記述する。

○火災等が発生し、当該出火区画の閉鎖が建物損傷等に

より困難な場合の隣接防火戸による区画形成について

記述する。

○防火戸の煙感知器等が損壊したことにより閉鎖しない

場合の手動で閉鎖し区画形成する。

応急対策的

事項 

[3] 

地震に特有の内容 

[3-3] 

インフラ等の機能

不全への対応

[3-3-8]

○停電への対応（非常電源の確保、携帯用照明器具等の

確保、再通電に備えた対応）について記載する。

○断水（消火用水等の確保、建物全体が保有している水

量の把握・確保、漏水対応等）への対応について記載

する。

○通信障害への対応（緊急連絡方法の複線化、無線手段

の確保等）について記載する。

○交通障害への対応（一定期間の孤立化に備えた活動体

制の整備、代替的移動手段の確保等）について記載す

る。

○電気：停電～非常電源の容量確保、携帯用照明器具の

配備・平常時の常用電源が供給停止した際の自家発電

設備、発動発電機、バッテリー等の確保について規定

する。

○夜間の停電に備えて、懐中電灯などの携帯用非常用照

明器具等を確保することが必要。

○電気配線等が破損していると、ブレーカーを入れた際、

ショートやスパーク等により、火災になる恐れがある

ため、二次災害防止策を定めておく。

○ガス：供給停止・地震後、火気設備等を使用する場合

は、燃料の漏洩等がないか点検してから行います。

○ガス等の漏洩があると、換気扇等のスイッチを入れる

ことにより火花が発生し火災になる恐れがあります。

○活動長期化対策としてプロパンガスボンベ、灯油、カ

セットコンロ、ボンベ等の確保も考慮する。

○上下水道：断水～消火用水の容量確保、漏水時の速や

かな閉止

○火災が発生した場合の消火用水の確保について記述す

る。

○漏水による被害防止対策について記述する。

○活動長期化対策としての生活用水の確保・トイレ対策

について記述する。

○ 通信障害：消防機関等への通報手段の複線化

○固定電話や携帯電話は通話需要が増えると通話規制が

行われ、つながりにくくなることがあるため、通信回

線の複線化、無線等の活用について記述する。

○災害伝言ダイヤルの活用について記述する。

○ 交通障害：自衛消防活動の長期化に備えた交代要員、

物資等の確保

○防火対象物が道路等の状況により孤立する可能性、危

険場所等について検討する。

○平常時の移動ルートが確保できない場合の代替的な移

動ルート、ヘリコプター等の着地場所の確保等につい

て記述する。

○消防用設備等・防火設備等のために設けられている非

常電源は、本来当該設備を停電時に必要な間、動かす

ことを目的として設置されているものであるため、地

震時の活用については、別途設備の性能・容量等に応

じ検討しておく必要がある。

○ トランシーバー等を活用する場合、周囲の状況によ

っては輻輳のおそれについても考慮が必要である。
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応急対策的

事項 

[3] 

地震に特有の内容 

[3-3] 

避難誘導 

[3-3-9] 

○避難誘導の活動要領を具体的に記載する。

○当該建物の特徴に応じた避難コンセプトを明確に記載

する（収容人員と避難キャパシティを勘案した効果的

な避難方法、全館一斉避難の可否、一時的避難拠点等

の位置づけ。全体フローは別図Ｂ参照。

○災害時要援護者への対応について具体化する。

●帰宅困難者の対応策を記載する。

○建物の耐震性、周辺地域の危険性、収容人員の人数、

移動障害の有無、帰宅困難者の数等を踏まえて、地震

規模ごとに避難するか在館するかの判断基準を定め

る。

○避難又は在館時の避難先又は一次待避場所の場所、誘

導方法、誘導を開始する時期、誘導を実施する者を定

める。

○多数の在館者が収容される防火対象物においては、在

館者によるパニックを防止するための的確な指示が必

要となるため、あらかじめ様々な想定による放送文例

を作成しておく。また、従業員による指示も必要とな

るため、熟知させておく。

○情報不足による在館者の不安を取り除くため、情報伝

達系統を確立しておく。

○防火区画・防災設備等の機能障害や避難経路の閉塞を

想定し、避難経路は２以上の経路を確保する。また、

収容物や非構造部材の損傷により避難経路が閉塞され

ることのない、安全避難経路を１以上確保する。

○避難経路上において火災発生危険の高い場所を避けて

避難経路を設定する。また、同時多発火災に備えた避

難経路を設定する。

○館内の避難経路や消防防災設備についての設置位置や

操作方法について習熟し、臨機応変に対応できるよう

備えておく。

○誘導時に逃げ遅れの有無をどのように確認するかを記

載する。

○避難誘導路の事前の確保（確認）方法を記載する。

(例) 障害物の除去、照明の確保

○聴覚障害者、外国人等への情報伝達方法等について記

載する。

○自力避難困難者の避難行動支援計画及び当該在館者に

ついて事前に情報提供を行うことについて記載する。

○避難に関する指示、命令の伝達は、非常放送を使用し

て行う。また、各地区隊においては携帯用拡声器等を

活用する。

命令伝達時の留意点は次のとおり。

①館内放送は、簡潔でわかりやすい内容とし、同じこ

とを２度くり返す。

②早口を避け、落ち着いた命令口調で放送する。

③「こちらは防災センターです」「こちらは自衛消防

組織の統括管理者です」等の一言を付して情報の発

信者を明確にし、信頼性を高めます。 

④避難の指示、命令の内容には、「エレベーターを使

用しないこと」を付け加える。

⑤在館者への、安心情報等の提供を逐次行うことを伝

え、パニック防止に努める。

○誘導員は、通路角、階段口等に配置する。避難路に誘

導員を配置しないことによる混乱を生じないように

注意する。

○エレベーター前にも利用を制止する誘導員を配置し

ます。

○火災が発生した場合は、出火階と直上階の在館者の避

難を最優先とし、一時的に火点下層階に避難させた

後、最終的に地上階（避難階）に避難させる。

○避難階段など安全で、多数の者が避難可能な施設を使

用する。避難者が多数いる場合は、人数を分散するか、

時間をずらすなど、混乱防止を図る。

○避難経路の階段出入口扉等を開放する。（ただし、火

災発生の場合は、避難完了が確認できた段階で閉鎖す

る。）

○一度避難した者は、再び戻らせない。

○誘導員が退避する時は、逃げ遅れ等の有無を確認す

る。

○災害時要援護者への対応については、事前に計画して

おくことに加えて、当該対応について当該災害時要援

者に対して事前に情報提供を行うことにも留意が必

要である（掲示、案内パンフレットへの記載等）
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○以下の避難方法を建物の被害等の状況により使い分け

ることについて記載する。

①階（区画）避難：危険階（区画）から他の安全な階

（区画）へ避難すること。

②全館逐次避難：在館者全員の避難を意味するが、危

険階を優先とする時間差に配慮した避難を言う。

③全館一斉避難：危険が建物全体に及ぶ場合、在館者

全員が同時に避難すること。

※建物の被害等の状況を適切に確認し、避難の必要性、

切迫性を適切に判断できるようになるためには、一

定の知識レベルと事前の十分な計画が必要であり、

平時からの教育訓練が必要となる。

○避難方法の選択手法（例）

下記①から⑦の事象が単独あるいは複合して発生し危

険が建物全体に短時間で波及する恐れのあるときは、

全館一斉避難を検討する。一方、比較的時間の余裕が

ある場合は、先ず危険の高い部分からの避難を優先さ

せ、をそれ以外の部分からの避難を順番に誘導する全

館逐次避難とする。さらに、⑧、⑨のような当該建物

周辺の被災状況により全館逐次避難の必要性が想定

される。 

①当該建物が倒壊する危険性が高いとき。

②建物全体に危険が及ぶような強い地震発生が予想

されるとき（警戒宣言が発せられた場合も含む）。 

③当該建物で複数階同時出火したとき、または複数階

への延焼危険性が高いとき。

④当該建物内の室内散乱が激しく、余震により負傷者

発生の危険性が高いとき。または、出火・延焼の危

険性が高いとき。

⑤建物内で危険物・ガスが漏出したとき、または漏出

の危険性が高いとき。

⑥建物内の防災設備系統が作動しなくなったとき。

⑦出火階の防火区画や防火扉が破損し、火災等の危険

事象が他階に波及するおそれのあるとき。

⑧都市火災が発生し、周辺の延焼危険が高くなったと

き。

⑨周辺大気中に有毒物質が漏出または漏出するおそ

れが高いとき。

応急対策的

事項 

[3] 

地震に特有の内容 

[3-3] 

○一時待避場所（安全区画）を指定し記載する。

○自力避難困難者については、支援体制が確立するまで

の介護要員を指定し記載する。

●帰宅困難者の対応策を記載する。

①道路状況及び交通機関の運行状況を把握し、従業員

及び在館者等に周知する方法を立てておく。

②交通機関の混乱状況等を考慮した時差帰宅計画（今

後の体制も考慮しながら）を作成する。

③事業所の帰宅困難な者のための生活必需品等を準備

する。

④従業員の安否確認の方法及び連絡手段を検討する。

●従業員と家族との安否確認手段を検討する。

○在館者等への安全対策や混乱防止等の対応方策につい

て検討する。

○避難誘導を行う際は、拡声器、メガホン等を有効に活

用し、避難者が混乱しないように指示する。

○事前に責任者、避難誘導員は避難経路や広域避難場所

を確認する。

○職場から広域避難場所までの経路を２以上定めてお

く。

○避難誘導班員は、避難時に次の注意事項を厳守させ

る。

①デマに惑わされない。

②塀ぎわ、崖下をさける。

③避難は徒歩とし、自動車等は使わない。

④携行品はあらかじめ定められた非常持ち出し品の

みとする。

⑤切断された電線や落下物に注意する。

○一時避難場所の基本的条件

①広場の位置や規模が避難を要する人員に対して必

要かつ十分であること。

②避難場所周辺の火災延焼性状からみて安全性が確

保されていること。

③周辺市街地火災の際、熱気流、輻射熱、飛火等の危

険性がないこと。

④避難場所内に災害発生要因、拡大要因がないこと。 

⑤飲料水、食料等の応急的対応が可能であること。
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災害復旧等の活動

との調整 

[3-3-10] 

●当該防火対象物に係る応急活動の終了・縮小後におい

て近隣の応急活動に自衛消防組織等が従事する場合の

対応等について記載する（判断プロセス（被災状況の

把握、必要な対応に要する資源等の特定、転用する場

合の意志決定方法等）や活動方針等）。

●応急活動終了後に備蓄物資等を転用する場合の手順等

について記載する（同上）。

●応急活動終了後の従業員の体制（帰宅等に係る判断手

順等）について記載する。

●従業員・在館者等で帰宅困難者が多数発生している場

合の対応等について記載する。

●被災後の建物の使用に係る方針（事業の中止・継続・

再開等に係る判断手順等）について記載する。

○災害復旧作業に伴う二次災害発生防止の措置を記載す

る。

○火気使用設備、電気器具等からの危険発生要因の排

除、危険物品の安全な場所への移管

警戒宣言への対応 

[3-3-11] 

○警戒宣言が出された場合の対応を記載する。

その他の災害につ

いての対応 

[3-4] 

在館者の迅速か

つ円滑な避難等

が必要な災害へ

の対応 

[3-4-1] 

○避難誘導活動について、火災・地震時の通報連絡活動

及び避難誘導活動に準じて行うことを記載する。

●具体的な事故等の態様が想定できる場合にはその他の

応急活動について具体化できる範囲で記載する。

○大規模事故等についてその状況が明確に把握できない

ような場合でも最低限の通報連絡活動及び避難誘導活

動が実施できることを目標とする。

教育訓練 

[4] 

従業者等の教育 

[4-1] 

管理権原者の教育 

[4-1-1] 

○管理権原者の普段からの教育・自己啓発等について記

載する。

○防災講演等への定期的な参加を明確化し記載する。

○消防訓練には必ず参加することを明確化し記載する。

○防火・防災管理者、自衛消防組織の統括管理者等と定

期的な情報交換を行うことを明確化し記載する。

防火・防災管理者の

教育 

[4-1-2] 

○防火・防災管理者の普段からの教育・自己啓発につい

て記載する。

○防火・防災管理者講習・再講習の受講について記載す

る。

○防火・防災に関する講習会等に定期的に参加すること

を明確化し記載する。

自衛消防組織の構

成員の教育 

[4-1-3] 

○ 自衛消防組織の統括管理者について、有資格者

であること（自衛消防業務新規講習・再講習の受

講等）について記載する。 

○ 自衛消防組織の構成員のうち、統括管理者の直

近下位の内部組織を統括する者に対する講習受講

等について記載する。 

○ 市町村等が実施する自衛消防業務に関する講習

を受講させる内部組織を統括する者を明確化す

る。 

○自衛消防組織の本部隊の各班長（初期消火、情報

収集、通報連絡、防災センター等における設備監

視・操作、避難誘導、救出・救護に係る班に限る） 

※ 自衛消防組織の活動の全体像、個々の活動内容、防

災センターによる指揮管理等に関する知識が必要。

○自衛消防組織の構成員の技術取得・維持のための訓練

等について記載する。

（例）装備品等の習熟訓練サイクルを定め、訓練結果を

記載する。 
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従業員の教育 

[4-1-4] 

○教育を受けた従業員教育担当者等による教育体制につ

いて記載する。

○従業員への地位・役割に応じた教育について記載する。 

○パートタイム従業者等の教育体制について記載する。

○防火・防災に関する啓発用資料を作成し配布すること

を記載する。

従業員教育担当者

への教育 

[4-1-5] 

○従業員教育担当者の教育（従業員教育担当者が習得す

べき専門知識やその修得手段（講習受講等））につい

て記載する。

訓練の実施  

[4-2] 

訓練の実施時期等 

[4-2-1] 

○訓練種別（総合・部分、火災・地震等）毎に時期、回

数等を記載する。

訓練の実施手順 

[4-2-2] 

○防火対象物内部への周知や所轄消防機関への連絡につ

いて具体的な手順等を記載する。

訓練の内容・方法 

[4-2-3] 

○訓練の実施方法を記載する。

○訓練結果等の記録について記載する。

○訓練規模（全体、部、想定）ごとに、時期、回数を記

録する方法を明確にする。

○訓練の検証・定量的な評価方法の導入等について記載

する。

○「消防計画作成マニュアルの作成に係る検討 第２次

中間報告書」（消防庁予防課）、「地下街等避難等訓

練マニュアル検討会報告書」（消防庁予防課）等が参

考となる。

○避難訓練の実施要領

①想定

→地震の規模、建物の損壊状況、出火場所、周辺の被

災状況等の災害想定を実施する。

→けが人、避難を要する者の数を決める。

②避難の指示

→災害想定に応じて、全館一斉、全館逐次、もしくは

部分避難の避難方法を選択する。

→放送設備、非常ベル、自動火災報知設備等で避難方

法の指示を伝える。

→被害状況の情報にあわせて、放送設備、インターホ

ン等を活用し、災害の内容と避難経路、使用する階

段を指示する。

③誘導員の配置

→次の場所に誘導員の配置を行う。

・ 階段入り口付近

・ 通路角

・ エレベーター付近

・ エスカレーター付近

・ 避難場所（避難口）

→メガホン、携帯用拡声器、旗等を活用する。

④非常口の開放、避難路の確保

→開錠の操作を行い、非常口を開放する。

→エレベーター、エスカレーターの使用禁止を周知す

る。

→必要に応じてエレベーター、エスカレーターの停止

操作を行う。

→防火区画、防煙区画、排煙区画の形成の確認操作を

する。

→避難障害物の除去等避難路の確保を行う。

⑤避難誘導

→避難を誘導する。

→メガホン、携帯用拡声器、旗、懐中電灯等を活用し、

先導する。

→介助を要する者の搬送を行う。

⑥避難の確認

→逃げ遅れ者の有無、避難した者の状態確認を行う。 
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→けが人の受傷程度、人数の状況を調べる。

→必要に応じて救護所の設置、応急措置を行う。

→状況を自衛消防組織の本部隊に連絡する。

訓練結果の検討 

[4-2-4] 

○訓練結果を検討し、改善事項等の抽出・計画の見直し

等を行うことを記載する（具体的な手順等を記載す

る）。

○訓練結果の検討組織の構成者を明確にして記載する。
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エレベーター保守会社へ
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か

自
動
運
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ま
ま

故
障
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よ
り
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ー
タ
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停
止

○ エレベーター閉じ込めの救出作業は、エレベーター保守会社が実施する実地訓練を1年以内に修了した者
（以下「運行管理者」という。）と1名以上の補助者とで行う。

○ 運行管理者は、以下の処理フローに基づき、かごの位置を移動することなく乗場から非常解鍵キーを使用
して、要救助者の救出作業を行う。

○ 処理フローの網掛け部分の判断は、運行管理者が行う。

○ 自動停止しなかった場合でも、保守会社による安全確認が済むまで、エレベーターの使用を禁じる。 60cm以内

120cm以内

※ 正常な停止位置との段差が下図であるか。

30cm以内

30cm以内

※ 正常な停止位置との段差が下図であるか。
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○ エレベータ閉じ込めの救出作業は、エレベータ保守会社が実施する実地訓練を1年以内に修了した者
（以下「運行管理者」という。）と1名以上の補助者とで行う。

○ 運行管理者は、以下の処理フローに基づき、かごの位置を移動することなく乗場から非常解鍵キーを
使用して、要救助者の救出作業を行う。

○ 網掛け部分の判断は、運行管理者が行う。

60cm以内

120cm以内

※ 正常な停止位置との段差が下図であるか。

30cm以内

30cm以内

※ 正常な停止位置との段差が下図であるか。
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○ エレベータ閉じ込めの救出作業は、エレベータ保守会社が実施する実地訓練を1年以内に修了した者（以下「運行管理者」という。）が行う。

○ 運行管理者は、以下の処理フローに基づき、かごの位置を移動することなく乗場から非常解鍵キーを使用して、要救助者の救出作業を行う。

○ 網掛け部分の判断は、運行管理者が行う。

○ 自動停止しなかった場合は、保守会社による安全確認が済むまで、エレベータを使用しないようにする。

60cm以内

120cm以内

※ 正常な停止位置との段差が下図であるか。
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地震発生

倒
壊
危
険

全
体
に

危
険
及
ぶ
か

そ
の
他
危
険

周
辺
の
危
険

階
避
難
の
必
要
性

全
館
一
斉
避
難

全
館
逐
次
避
難

通
常
階
避
難

館
内
情
報

No

Yes Yes
Yes Yes

Yes

No No

No

図Ｂ

重要な構造の
損壊等

強い余震の危険
複数回同時出火
危険物・ガスの漏出
等

防火区画・設
備の損傷 等

周辺の都市火
災の発生 等

火災の発生
室内散乱等による負
傷の危険 等

情報の逐次提供
被災状況等から階の
優先度を判断
予期しない一斉避難
行動等のパニック的
行動の抑制 等

情報の逐次提供
必要階への避難情
報の連絡 等
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別冊５ 自衛消防組織設置対象物における自衛消防隊の活動要領、

複数の防火対象物間における連携体制の構築について 
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自衛消防組織設置対象物における自衛消防隊の活動要領、複数の防火対象物間における連携体制の構築について

（１）自衛消防組織の活動要領について

① 自衛消防活動で特に重要な対応行動の明確化

②消防計画に定める統括防火・防災管理者の役割や権限の整理

○統括防火・防災管理者は、各防火・防災管理者に対し、防火対象
物全体についての防火・防災管理業務の実施のために必要な指示が
可能。
〇消防計画において統括防火・防災管理者の役割や権限を定めてお
くことが自衛消防組織及び防災管理の実効性向上に重要。

≪消防計画に定める統括防火・防災管理者の役割や権限（例）≫
統括防火・防災管理者は、次の権限と責務を有する。
①消防計画の変更等に関すること
②自衛消防組織の活動体制に関すること
③統括管理者に対する自衛消防活動上必要な事項に関すること
④構成員への防火・防災管理上必要な事項の連絡と助言に関する
こと

⑤自衛消防訓練の実施に係わる指導・監督に関すること
⑥防火・防災管理者に対する教育・指導に関すること
⑦一部受託者の行う防火・防災管理業務への適正な管理・監督
及び指導に関すること

⑧その他防火・防災管理上必要と認める事項に関すること

〇大規模な建築物では、自衛消防活動として実施すべき事項は多岐
にわたるが、災害の状況等によっては少ない人員体制で活動せざる
を得ない場面も想定。
〇必要となる自衛消防活動の中でも何を優先すべきかについて整理
し、優先すべき対応行動を予め具体的に示しておくことが有効。
≪自衛消防隊が優先すべき対応行動を以下の活動ごとに例示≫
①身の安全を守る
②災害発生の覚知（出火場所への駆け付け等）
③消防機関への通報
④初期消火
⑤被害状況の把握・報告
⑥区画の形成
⑦避難誘導・情報伝達
⑧消防隊への情報提供
⑨応急救護
⑩ライフライン途絶への対応

①複数の防火対象物間における連携体制の構築

〇実態調査の結果、自衛消防組織及び防災管理の義務対象となる規模の
防火対象物と周辺に位置する義務対象外の防火対象物との間で連携体制
を構築し、避難誘導や応急救護について効果的な連携がなされている事
例もみられた。
〇これらの事例においては、管轄消防本部において消防計画の内容や自
衛消防組織の体制を確認し、必要な助言等が行われている。

○A・B・D・Eの各棟は、自衛消防組織の設置及び 防災管理の義務対象（管理権原者は同一）。
○A～Eの５棟で協議会を構成し、一体的な防火・防災管理体制を構築。
○各棟に防災センターを設置し、同センターを中心とした自衛消防活動を基本とするが、全体
の活動統制は、Ａ棟の防災センターが実施。

≪大規模複合用途建築物の場合≫

②連携の対象とする業務

〇消防法令に基づき災害発生時の応急対策を実施する時間的範囲は、災
害発生時から、それによる生命・身体・財産の被害の軽減のために行う
活動を実施し、それが全て終了する時点（それ以上被害が拡大するおそ
れがなくなる時点）までを対象。
〇具体的には、(ⅰ)火災の発見・通報、(ⅱ)初期消火、(ⅲ)避難誘導、
(ⅳ)応急救護などの応急対応のうち、(ⅲ)避難誘導及び(ⅳ)応急救護に
ついては、災害の状況等によって、応急対応に時間を要する場合におい
ては、自衛消防要員の応援を行うことで避難誘導や応急救護に係る連携
がより有効となるものと考えられる。

（２）複数の防火対象物間における連携体制の構築について
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別冊６ 超大規模防火対象物等における課題及び 

課題解決に向けた先進的な事例 
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超大規模防火対象物等における課題及び課題解決に向けた先進的な事例

 防火対象物の面積や階層が超大規模であることによる課題への対応事例は表１のとおり。
 ほとんどの課題には対応事例があるものの、本部隊の指揮能力等の向上については対応が不十分である。

表１ 防火対象物の面積や階層が超大規模であることによる課題への対応事例

課題 対応事例

大規模かつ様々な用途が存するため、建築設備や消
防用設備等の監視・操作等が多種多様となり、火災時
等の初期対応に支障をきたすおそれがある。

建築設備や消防用設備等を、管理区分ごとに設置（完結）し、管理区分ごとに設
けられた防災センターで監視・操作等を行っている。

防災センター勤務員が火災現場（高層階等）へ駆け付
けるには時間を要する。

高層棟の中間階にも防災センターを設け、各施設で発生した非常事態の対応
拠点とし、また、消防隊の前線基地としても使用することができるようにしている。

極めて多数の在館者を混乱なく避難させるためには、
現場付近の状況を正確かつリアルタイムに把握する
必要があるが、音声情報ツールだけでは限界がある。

・ ITVカメラによる全館監視を行っている。
・ 各自衛消防隊員がウェアラブルカメラを装着し、映像により正確に災害情報

を防災センターへ送信する体制としている。
・ 発生場所に駆け付けた本部隊が延焼状況等を確認し、危険度の高い出火

階・直上階といったエリアの避難を最優先として、順次、他エリアの避難誘導
を行うこととしている。

全館放送に移行するまでの時間に現場確認ができず、
非火災であった場合でも全館に火災断定放送が流れ
て、館内が混乱する。

防火対象物をゾーン（用途）ごとに区分けし、全館鳴動の前に各ゾーンに対して
鳴動させる方式を採用している。

アナログ無線機では低層階と高層階で交信することが
できない。

・ 自衛消防隊の無線機をデジタル無線機に更新し、館内に基地局を設け、全
館に無線が届くようにしている。

・ 全館に無線通信補助設備を設置している。

複数の警備会社がある場合、他社の応援要員に指揮
命令ができない。

指揮命令によるのではなく、支援という形で活動している。具体的な支援内容や
方法は消防計画で定めているケースのほか、管理区分の相互間で協定等の形
式で契約を行っているものもある。また、自衛消防組織の統轄管理者と各警備
会社の責任者が毎朝ミーティングを行い、指揮命令体制の確認を行っている。

協議会で全てのテナントが一度に十分な意思疎通を
行うには大きな労力が必要である。

・ 防火・防災協議会やテナントの業種別会議等を実施している。
・ 管理区分ごとに協議会を設置し、その上部に全体協議会を設置している。
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超大規模防火対象物等における課題及び課題解決に向けた先進的な事例

 防火対象物の収容人員が多数かつ多様であることによる課題への対応事例は表２のとおり。
 ほとんどの課題には対応事例があるものの、本部隊の指揮能力等の向上については対応が不十分である。

表２ 防火対象物の収容人員が多数かつ多様であることによる課題への対応事例

課題 対応事例

不要な混乱を生じさせるおそれがあることから、順次
区分鳴動を行うことが必要。

・消防用設備等を管理区分ごとに設置し、当該管理区域内に対して
放送鳴動を行っている。

・防火対象物の全体に対する全館一斉鳴動は、自動音声ではなく手
動で行い、防災センターには放送文例・放送要領のマニュアルを
備えて、防災センター勤務員等に対する放送設備の教育訓練を徹
底している。

・ ４段階の火災レベルを設定し、レベルに応じて広域なフロアを複数
ブロックに細分化したブロック単位の制御を行う「多段階制御シス
テム」を採用している。

災害弱者の方々に配慮した効果的な避難誘導体制が
求められる。

・言語翻訳機能をもつ避難誘導機器の導入や、館内のデジタルサイ
ネージに多言語での災害情報の表示を行っている。

・聴覚障害者に対する火災情報伝達手段として、光警報装置を設置
している。

高層階にも多数の障害者の方々が在館している場合
があり、避難方法を検討しておく必要がある。

・ 同一フロアで２つ以上の防火区画を介している場所や、一時避難
エリアなど、水平方向への避難誘導を考慮した訓練を実施してい
る。

・非常用エレベーターにより高層階からの障害者の方々の避難に利用
できるよう、事業者からの相談に基づき個別対応している消防本部
がある。
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  別冊７ 訓練を実施した超大規模防火対象物等における自衛消防活動上の

特徴的な事項 
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訓練を実施した超大規模防火対象物等における自衛消防活動上の特徴的な事項

施設の種類等 主な特徴的な事項 導入の理由
(参考)訓練シナリオ上の想定付与や想定され

る対応に反映した例

１全施設共通 ①館内放送の活用

（非常放送の活用）

○館内放送（非常放送）の活用により、在

館者の他、各階の地区隊に対する防災セ

ンターの指示を伝達する。

・館内放送で、５階の各地区隊に初期消火・避

難誘導協力を指示

２超高層複合

用途駅ビル

①複数防災センター

の設置

○防火対象物が大規模なため総合操作盤

で扱う情報量が膨大となり、火災時の初

期対応に支障をきたす恐れがあること

から、管理区分ごとに防災センターを設

置し、連携をとる。

・駅防災センターから、出火隣接区域への同防

災センター自衛消防隊の応援出場連絡

②副防災センターの

設置

○防災センターから遠く離れた高層階の

火災現場へ防災センター勤務員が駆け

付けるには時間を要する。

・副防災センター長に対する活動指示。

③ブロック単位の多

段階火災制御シス

テムの導入

○全館一斉鳴動は、避難階段への避難者殺

到によりパニックが生じる危険性が高

いため、これを防止する。

・火災レベル３により、出火階、上階、隣接ブ

ロックに非常放送が流れる。

・火災レベル４は、ブロックを超えた複数の感

知器が発報したとき、又は防災センターの判

断により手動でスイッチを押下したとき。

④各階地区隊の活用 ○発災場所周辺の地区隊を活用し、効果的

な初期消火・避難誘導等を実施する。

・館内放送で、３階の各地区隊長に初期消火・

避難誘導協力を指示
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⑤防火区画形成によ

る安全区画への水

平避難誘導

○広大なフロアーにおいては、出火箇所の

防火戸等の速やかな閉鎖による防火区

画を形成し、隣接の安全区画へ水平避難

させる。

・来館者を安全な区画へ水平避難誘導

⑥多数在館者の迅

速・円滑な避難誘

導

○シミュレーションを用いた効果的な避

難誘導方法の確立

・地震時の避難は、各階１か所の避難階段から

避難させた方が早い。

⑦他社管理エリア警

備員への対応

○応援に駆け付けた同一敷地内の他社警

備員との連携を図る。

・自主的な協力として、防災センターの運営に

協力してもらう。

３超高層複合

用途商業ビル

①副防災センターの

設置

○防災センターから遠く離れた高層階の

火災現場へ防災センター勤務員が駆け

付けるには時間を要する。

・副防災センター長に対する活動指示。

②ブロック単位の多

段階火災制御シス

テムの導入

○全館一斉鳴動は、避難階段への避難者殺

到によりパニックが生じる危険性が高

いため、これを防止する。

・火災レベル３により、出火階、上階、隣接ブ

ロックに非常放送が流れる。

・火災レベル４は、ブロックを超えた複数の感

知器が発報したとき、又は防災センターの判

断により手動でスイッチを押下したとき

③一斉避難の抑止 ○多数在館者が一斉に避難階段へ殺到す

ることによるパニック防止を図る。

・現在６階の避難誘導を実施中、他階の来館者

は安全が確保されているので誘導員の指示

があるまでそのまま待機

・一時的避難階への誘導
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④各階地区隊の活用 ○発災場所周辺の地区隊を活用し、効果的

な初期消火・避難誘導等を実施する。

・館内放送で、各地区隊長に初期消火・避難誘

導協力を指示

⑤他施設自衛消防隊

との連携

○同一敷地内にある複数施設の自衛消防

隊による活動支援。

・自衛消防隊員の応援出場を指示

⑥防火区画形成によ

る安全区画への水

平避難誘導

○広大なフロアーにおいては、出火箇所の

防火戸等の速やかな閉鎖による防火区

画を形成し、隣接の安全区画へ水平避難

させる。

・来館者を安全な区画へ水平避難誘導

⑦非常用エレベータ

ーの活用

○超高層階の逃げ遅れた車椅子利用者等

を速やかに救出するため、消防隊と連携

し非常用エレベーターを活用する。

・消防隊に、５２階非常用エレベーター附室に

歩行不能者が取り残されていることから、非

常用エレベーターによる救出を依頼

⑧来館外国人に対す

る災害情報の伝

達・避難誘導

○来館外国人に対し、デジタルサイネージ

等により外国語で災害情報を伝達する。 
○多言語翻訳トラメガを活用する。

・デジタルサイネージの災害モード（日本語・

英語）への自動での切替確認指示

・多言語翻訳トラメガの活用を指示

４観覧場を含

む多数集客施

設群

①他施設自衛消防隊

との連携

○同一敷地内にある複数施設の自衛消防

隊による活動支援

・自衛消防隊員の応援出場を指示

②膨大な在館者に対

する災害情報の伝

達

○大型オーロラビジョン、デジタルサイネ

ージ等により災害情報を伝達する。

・施設の大型オーロラビジョンを使って、誘導

員の指示に従い行動するよう表示
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③多数在館者の迅

速・円滑な避難誘

導

○巨大観覧場から多数の来客を確実・安全

に避難誘導する。

・まずアリーナにいる来館者スタンド席に避難

誘導させ、その後、屋外に避難誘導させるこ

とを指示

④巨大観覧場火災に

対する特殊消防用

設備の活用

○放水銃により、巨大観覧場火災を効果的

に消火する。

・アリーナの火災は延焼拡大中。以降の消火は

放水銃に任せる。

５空港 ①多数在館者の迅

速・円滑な避難誘

導

○「率先避難者」を活用する。 ・「率先避難者」を活用し、円滑な避難誘導を

実施

②一斉避難の抑止 ○多数在館者が一斉に避難階段へ殺到す

ることによるパニック防止を図る。

・現在６階の避難誘導を実施中、他階の来館者

は安全が確保されているので誘導員の指示

があるまでそのまま待機

③各階地区隊の活用 ○発災場所周辺の地区隊を活用し、効果的

な初期消火・避難誘導等を実施する。

・館内放送で、各地区隊長に初期消火・避難誘

導協力を指示

④防火区画形成によ

る安全区画への水

平避難誘導

○広大なフロアーにおいては、出火箇所の

防火戸等の速やかな閉鎖による防火区

画を形成し、隣接の安全区画へ水平避難

させる。

・来館者を安全な区画へ水平避難誘導

⑤来館外国人に対す

る災害情報の伝

達・避難誘導

○来館外国人に対し、デジタルサイネージ

等により外国語で災害情報を伝達する。 
・デジタルサイネージの災害モード（日本語・

英語）への自動での切替確認指示
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別冊８ 超大規模防火対象物等に係る自衛消防本部隊

図上訓練シナリオの一例
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SS超大規模防火対象物等自衛消防本部隊図上訓練シナリオの一例（案）

・本シナリオは超大規模防火対象物を想定したもの。訓練では、対象物の実態に合わせて作成する。

・所要時間は 30分～60分、訓練終了後、参加者による検証を 15分程度実施する。

【表１】超高層複合用途商業ビル 

※赤字下線部は、超大規模防火対象物（超高層複合用途商業ビル）に特徴的な事象

想定

時間 
コントローラーの想定付与 想定される隊長の対応 

12:00 ①１月 28日（月）12:00

東京地方に緊急地震速報に引き続き震度 5 強の地震が

発生しました。

どのような指示を出しますか？

○指揮班長に被害状況確認の指示

○指揮班長に、被災度診断システムによる各階の被災度確

認指示

12:01 ②総合操作盤に５階レストラン街北側店舗の火災が表示

され、５階及び６階に確認放送が流れました。

どのような指示を出しますか？

○消火班長に出場指示（火災確認。消火器、マスターキー、

非常用エレベーターのキー、トランシーバーの携行）

○通報連絡班長に火災確認放送の指示

○指揮班長に、感知器の煙濃度確認及び設備管理部門との

連携指示

12:02 ③２個目の感知器が火災を感知し、５階及び６階に火災

断定放送が流れました。その直後に５階北側のＡレス

○火災断定、 通信連絡班長に 119通報を指示

○地区隊長に初期消火、来客の避難誘導、けが人の有無確
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トラン地区隊長から非常電話で、テーブル席付近から

火煙が出ているとの連絡がありました。

また、ＩＴＶ（監視カメラ）から白煙が通路に流れて

いるのが確認できました。 

どのような指示を出しますか？  

認を指示 

○通報連絡班長に館内放送で、付近地区隊はＡレストラン

地区隊に協力するよう指示

○避難誘導班長に出場指示

○通報連絡班長に館内放送（第２報）を指示

○安全防護班長に出場指示

○指揮班長に火災発生地区の空調機停止指示

12:02 ④消火班長からトランシーバーで、５階北側Ａレストラ

ンテーブル席延焼中、地震で散乱したテーブルによる

散水障害のためスプリンクラー消火が困難との報告が

ありました。

また、天井落下による来客けが人３名発生・歩行可能

との報告がありました。 

どのような対応を指示しますか？  

○消火班長に次の指示

・初期消火

・逃げ遅れ、けが人の有無を確認

・活動している地区隊長に、後は本部隊に任せ地区隊は

避難

・火災区域の排煙設備起動

○安全防護班長に出場指示

○応急救護班長に出場指示
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12:02 ⑤安全防護班長及び避難誘導班長からトランシーバー

で、５階北側Ａレストラン付近到着との報告がありま

した。

どのような対応を指示しますか？

U○安全防護班長に次の指示

U・火点を中心に防火区画を形成

○避難誘導班長に次の指示

・５階及び６階の避難誘導実施

・５階の来館者を安全な防火区画へ水平避難

○通報連絡班長に館内放送により次の指示

・５階及び６階の来館者は誘導員の指示に従い避難

12:03 ⑥避難誘導班長からトランシーバーで、12:03 に５階来

館者全員を南北４か所の避難階段へ避難誘導完了、こ

の後６階の来館者の避難誘導に当たるとの報告があり

ました。

どのような指示を出しますか？

○避難誘導班長に、６階の避難誘導に当たるよう指示

12:05 ⑦消防本部指令室から、地震による火災多発のため消防

隊の到着遅れるとの連絡がありました。

どのような対応を指示しますか？

○指揮班長に状況を説明し、当面自衛消防隊が 継続して

対応することを指示

○指揮班長に、消火班長にもその旨連絡するよう指示

12:05 ⑧消火班長からトランシーバーで、粉末消火器による初

期消火失敗との報告がありました。

どのような指示を出しますか？

○消火班長に補助散水栓による消火へ移行するよう指示
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12:06 ⑨消火班長からトランシーバーで、補助散水栓のホース

がガラス破片による切断のため、消火活動不能との報

告がありました。

どのような指示を出しますか？

○消火班長に直ちにホースを捨て、自衛消防隊員全員安全

な区画へ避難するよう指示

U○指揮班長に全館鳴動を指示

12:07 ⑩全館に非常放送が流れました。

どのような指示を出しますか？

○通報連絡班長に館内放送により次の指示

・他階の来館者は、安全が確保されているため、誘導員の

指示があるまで待機

・他階の地区隊長は、指示があるまで来館者の避難を抑止

12:20 ⑪１月 28日（月）12:20

東京地方に再度震度６弱の地震が発生しました。

どのような指示を出しますか？

○指揮班長に被害状況確認の指示

○指揮班長に、被災度診断システムによる各階の被害想定

確認指示

12:25 ⑫総合操作盤に 52 階展望台東側に火災が表示されまし

た。また、直後に 50階サブ防災センターからも同様の

連絡がありました。

地区隊長からも非常電話で同様の通報がありました。

どのような指示を出しますか？

○Uサブ防災センター長 Uに出火場所、逃げ遅れの確認 

○指揮班長に、総合操作盤の表示位置と煙濃度の確認を指

示

○地区隊長に初期消火、来客の避難誘導、けが人の有無確

認を指示

○Uサブ防災センター長 Uに、管内放送で付近地区隊は当該

地区隊に協力するよう指示 
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12:26 ⑬サブ防災センター長からトランシーバーで展望台東側

カフェの厨房付近から出火、現在ソファー、テーブル

が延焼中との報告がありました。

どのような指示を出しますか？  

○Uサブ防災センター長 Uに次の指示 

・初期消火、逃げ遅れ、けが人の確認

・119通報

・活動中の地区隊長に、後は本部自衛消防隊に任せて避難

12:27 ⑭サブ防災センター長からトランシーバーで、消防本部

指令室から地震による火災多発のため消防隊の到着遅

れるとの報告がありました。

どのような対応を指示しますか？

○Uサブ防災センター長 Uに、当面自衛消防隊のみで対応す

ることを指示 

必要な場合は、自衛消防隊員の応援要請を行うよう指示 

12:28 ⑮サブ防災センター長からトランシーバーで、消火器及

び補助散水栓による初期消火に成功、ソファー焼損に

よる大量の濃煙発生との報告がありました。

どのような対応を指示しますか？

○サブ防災センター長に、展望台及び上階美術館等の在館

者を南北４か所の避難階段に分散し、49階へ一次的に避

難誘導するよう指示

12:28 ⑯サブ防災センター長からトランシーバーで、展望台に

は多数の外国人がいるとの報告がありました。

どのような対応を指示しますか？

U○多言語翻訳トラメガの活用を指示

12:29 ⑰サブ防災センター長からトランシーバーで、地震によ

る防火戸の歪みにより防火戸の閉鎖障害が発生、濃煙

拡散中との報告がありました。

どのような対応を指示しますか？

○Uサブ防災センター長 Uに、避難階段へ避難誘導を急ぐよ

う指示 
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12:29 ⑱サブ防災センター長からトランシーバーで、現在来館

者を避難誘導中であるが、避難誘導員が不足している

との報告がありました。

どのような対応を指示しますか？

○避難誘導班長に Uサブ防災センターUへの応援出場を指示 

○指揮班長に、他の手の空いている班員の応援出場を指示

12:30 ⑲サブ防災センター長からトランシーバーで、52階展望

台の避難者 1 名が転倒し足を骨折、応急処置実施した

いが要員不足との報告がありました。

どのような対応を指示しますか？

○応急救護班長に 52階へ出場を指示

○サブ防災センター長に、119 で救急車要請しても到着遅

延の場合は、サブ防災センターにて保護観察するよう指

示

12:30 ⑳サブ防災センター長からトランシーバーで、52階展望

台南側天井のスプリンクラーヘッド１か所が地震動に

より損壊し、水が激しく落下しているとの報告があり

ました。どのような対応を指示しますか？

○サブ防災センター長に、スプリンクラー制御弁の閉鎖と

ポンプ停止を指示

12:30 ㉑サブ防災センター長からトランシーバーで、来館者を

避難階段へ誘導中であるが、車椅子の来館者５名と足

を骨折したけが人 1 名の階段搬送が困難であるとの報

告がありました。 

どのような対応を指示しますか？  

○Uサブ防災センター長 Uに、52 階の第２次安全区画である

南側非常用エレベーター附室へ移動するよう指示 

○附室には、サブ防災センター要員を残すよう指示
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12:31 ㉒48階外資系事業所の地区隊長から非常電話で、余震が

続く中で多数の外国人従業員が不安を覚え、早く非常

階段で地上に避難したいと強硬に主張し、もう抑えき

れないとの報告がありました。 

どのような対応を指示しますか？  

○地区隊長に、U超高層ビルの上階から多数の避難者が下り

てくれば他の階の者もこれに続き、階段室はパニックと

なり、２次災害の危険がある。Uまた、この建物は制震構

造であるので、指示があるまでそこに留まるよう従業員

への説得を指示 

○指揮班長に、地区隊長の説得に協力させるため、外国語

の堪能な防災センター員派遣を指示

12:31 ㉓同一敷地内別棟の他社自衛消防隊員（警備員）が防災

センターへ応援に駆けつけました。

どのような指示を出しますか？  

U○自主的な協力として、防災センターの運営に協力を要請

○避難階段から避難してきた者の避難場所へ誘導を依頼

12:33 ㉔指揮班長から、災害対応が多忙で各班の要員が不足し

ているとの報告がありました。 

どのような指示を出しますか？  

○指揮班長に、非番及び休暇中の防災センター要員の非常

呼び出しを指示

12:40 ㉕消防隊の指揮隊長が防災センターへ到着しました。 

どのような報告をしますか？  

U○52 階南側非常用エレベーター附室に６名の歩行不能者

が取り残されていることから、至急非常用エレベーター

による救出を依頼 U

○南側の非常用エレベーターは３基

○消火不能の５階レストランの完全消火を依頼

○これまでの災害状況と防災センターの主な活動状況

○52 階スプリンクラーヘッド損壊による制御弁閉止とポ

ンプ停止
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【表２】観覧場を含む多数集客施設群

※赤字下線部は、超大規模防火対象物（観覧場を含む多数集客施設群）に特徴的な事象

想定

時間 
コントローラーの想定付与 想定される本部長の対応 

12:47 ①１月○日（土）12:47

東京湾北部を震源地とする震度５強の地震が緊急

地震速報に続き発生しました。

どのような指示を出しますか？

○部内スタッフに、大声で安全確保の指示

○人員の点呼、任務付与と災害対策本部の開設を指示と

緊急メールによる本部員の召集

○敷地内の各自衛消防本部等に対し、本部開設報告と傷

病者の有無及び被害状況等確認の指示

○東京都内の被害状況等を確認

○交通機関等の状況を確認

○すべての火元の確認。電気はコンセントからプラグを

離脱し、ガスは元栓を締める

○敷地内のすべての火気の使用を別命あるまで禁止

12:48 ②Ｂ自衛消防本部から、Ｂビル３階でスプリンクラー

が作動し、至急確認中との報告がありました。

どのような指示を出しますか？

○中央監視室に連絡を取り、原因が分かり次第報告

12:52 ③中央監視から、Ｂビル３階のスプリンクラー作動

は、配水管破裂によるもので現在制御弁を閉めてポ

ンプを停止し、処置完了したとの報告がありまし

た。

どのような指示を出しますか？

○３階以外において、SPによる警戒に当たるよう指示作

動したヘッドの交換を手配するなど、全館の警戒態勢

の復旧に努めること

○水損の程度について報告

○清掃関連セクションに連絡し、Ｂビル３階部分の水の

処理をするよう指示
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12:55 ④Ｄ自衛消防本部から、ジェットコースターが地上 80

ｍの位置で緊急停止、大観覧車等も停止し、多数の

乗客が取り残されているとの報告がありました。

どのような指示を出しますか？

○119番通報の有無確認

○詳細を連絡

○Ｄ全体の被害状況を報告

⑤Ｄ自衛消防本部から、飲食店厨房から出火との報告

がありました。

どのような指示を出しますか？

○初期消火・避難誘導・けが人の有無確認。自動消火、

SPなど消火設備は万全であることから、お客様の安全

を第一とし、避難誘導に主眼をおくよう指示

13:00 ⑥Ａ自衛消防本部から無線機で、開催中催事（13,000

人入場－アリーナに 10,000 人、スタンドに 3,000

人）のアリーナでブースが転倒し、商品が散乱して

いる。現在、入場者をスタンド席に誘導中。開催中

催事継続の可否について問合せがありました。

どのような指示を出しますか？

○催事は一時中断し、全体の被害状況把握に努めること

U○Ａの大型オーロラビジョン、館内放送等を活用し、落

ち着いて行動するよう図れ。 

○スタンド席をお客様のための一時避難として待機

○店舗の責任者には、火の元確認、電気はコンセントの

離脱、ガスは元栓等の閉鎖をし、出火防止に万全をき

すよう指示

○傷病者の有無を報告

13:01 ⑦Ｅ自衛消防本部から、Ｅコンサート（1,500人入場）

は一時中止、再開については主催者と協議中、落下

物等なし・けが人なしとの報告がありました。

どのような指示を出しますか？

○Ｅ自衛消防本部全体の被害についても、調査報告

⑧Ｆ自衛消防本部から、現在被害なし、企業就職説明

会（600 人入場）については、主催者側と中止を検

討中との報告がありました。

どのような指示を出しますか？

○建物の被害状況及び傷病者の発生等について調査報告

144



⑨Ｂ自衛消防本部から、現在格闘技催事（1,500 人入

場）を一時中止しているが、継続可否について問い

合わせがありました。

どのような指示を出しますか？

○東京都の被害状況、余震発生危険、Ｂの強度等が未確

認であること等の情報を提供するように指示

○営業本部長と各施設の中止を協議

13:03 ⑩Ｄ自衛消防本部から施設内でお客が数名倒れ受傷、

消防本部指令室から地震によるけが人多発のため

救急隊の出場は当面不可能との連絡ありとの報告

がありました。

どのような指示を出しますか？

○Ｄ自衛消防本部隊による自力救出の可否、救出時間等

を連絡

○応援は必要か確認

○各自衛消防本部へ、都内地震による被害が相当出てお

り、消防から到着が大幅に遅延する旨の連絡があった

ことを連絡

○当面自衛消防本部のみで対応

⑪営業継続可否に関する問合せが災害対策本部に複

数来ています。どのような指示を出しますか？

○各自衛消防本部へ、現時点においては、各施設は各施

設の長、テナントにあっては店長の判断によるものと

する旨連絡

13:04 ⑫Ｃ自衛消防本部から、敷地内の２，３階エスカレー

ターから 10 名が転落受傷、また、Ｃ棟５階遊戯施

設の天井崩落によりお客様と従業員数名が下敷き

になっている。U多数傷者のため、自衛消防隊員の応

援を頼む Uとの報告がありました。

どのような指示を出しますか？

U○Ｃ自衛消防隊で対応可能か。

U○各自衛消防本部に対し、応援に出せる余力の報告を求

める。 

○人事部に事業継続対策班の編成を依頼し、次のとおり

指示

・応急救護所の開設準備

・Ａ、Ｄ、入浴施設救護室の看護師等を配置

・看護師はトリアージを主眼

・応急救護所は、傷病者の住所、氏名、連絡電話番号、

怪我の部位、程度、搬送した病院名等を漏らさず必ず

記録
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・設置位置は、Ａ関係者入口左（屋外避難階段脇）付近

・設置が完了後、各自衛消防本部等に連絡

⑬Ｄ自衛消防本部から、敷地内のお客様は敷地内入口

ホール部分で待機中、怪我人等なしとの報告があり

ました。

どのような指示を出しますか？

○概ねの待機中のお客様の人数を連絡

⑭Ｇ自衛消防本部から、スパでお客２名が転倒し受

傷、スポーツジムでバーベルの下敷きで２名受傷と

の報告がありました。

どのような指示を出しますか？

○詳細を報告

⑮スタッフから、敷地内で転倒等により受傷した来場

者が多数ある模様であるが、立ち去りなどもあり詳

細は不明との報告がありました。

どのような対応を指示しますか？

○転倒等で受傷した来場者を発見した場合は、お客様用

の救護所にご案内

13:05 ⑯Ｈ自衛消防本部に連絡を入れていますが連絡が取

れません。

内線電話・外線電話及びシーバー共に応答がありま

せん。

○災害対策本部員２名を各本部に派遣し、確認

13:07 ⑰Ａ自衛消防本部から無線機で、Uアリーナの全お客様

約 10,000 人をスタンド席に誘導完了 Uとの報告があ

りました。 

どのような対応を指示しますか？ 

○事前計画に従い、速やかに屋外へ避難誘導

○イベントの継続の可否について検討
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⑱Ｃ自衛消防本部から、U応援を得て、エスカレーター

転落受傷者及びＣ棟５階遊戯施設の受傷者の救護

完了 Uとの報告がありました。 

どのような対応を指示しますか？ 

○傷病の程度及び現在の状況について報告

⑲Ｄ自衛消防本部から、飲食店の火災は消火器により

厨房若干焼損で消火成功、従業員１人右腕熱傷との

報告がありました。

どのような指示を出しますか？

○残火処理の徹底及び受傷者の応急手当を指示

○他店の厨房の火元確認

⑳Ｇ自衛消防本部から、スポーツジムのお客様がバー

ベルの下敷きになり、意識不明昏睡状態との連絡が

ありました。119番実施しましたが、到着未定との

連絡を受けています。

ＡＥＤ使用中ですが、心肺蘇生しないとのこと。ど

のような指示を出しますか？

○初動支援班で病院搬送班を５チーム編成し、応急救護

所へ配置

㉑Ｆ自衛消防本部から、Ｆのお客様はすでに全員屋外

退避完了。地震による建物被害もなし。どのような

指示を出しますか？ 

○Ｆ自衛消防本部に対し、応急救護所の応援に回るよう

指示

○施設課員にＦの建物等の被害状況を確認

㉒駐車場スタッフより、人的物的被害無しの報告を受

けました。今後の営業継続に関して問合せ有り。各

駐車場とも 70%程度の空きがあるとの事。どのよう

な指示を出しますか？ 

○道路の渋滞回避の上から、入庫を可とするが、出庫が

できなくなる可能性があることを入口に明示
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13:10 ㉓１月○日（土）13:10 

東京湾を震源地とする震度６弱の地震が緊急地震

速報に続き発生しました。 

どのような指示を出しますか？ 

○各自衛消防本部に対し、現在の状況を報告

○東京都内の被害状況等を確認

○交通機関等の状況を確認

○監視カメラで敷地内の状況を確認

㉔Ｂ自衛消防本部から、天井からトラスが落下し、お

客が数名受傷した。主催者は格闘技催事の中止を了

承したとの報告がありました。 

どのような指示を出しますか？ 

○速やかに屋外避難を開始

○怪我の程度を連絡

13：15 ㉕事業継続班からＡ関係者入口左（Ｂ屋外避難階段

脇）付近に応急救護所設置完了との連絡あり 

○各自衛消防本部に対し、Ａ関係者入口左（Ｂ屋外避難

階段脇）付近に応急救護所設置完了を連絡。傷病者は

一元管理

○以後、転倒等で受傷した来場者を発見した場合は、応

急救護所に案内

○応急救護所の現状、病院への搬送が必要な傷病者の数

を確認

○施設内で多数の傷病者が発生しているため、本方針に

従い救護

・トリアージに従い救護

・傷病者に秩序を守らせる

・お客様で医療関係者がいたら、協力を求める

・各自衛消防本部に対し、応援を出せる隊は人数を連絡

㉖Ｂ自衛消防本部から、格闘技催事会場でお客様がト

ラスの下敷になって死亡している様だとの報告が

ありました。

どのような指示を出しますか。

○社会死状態以外の場合には、重篤者と扱い、まず現在

Ａ関係者入口左（屋外避難階段脇）付近に設営中の救

護所に搬送するように指示
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㉗非勤の自部署スタッフより、出勤問合せがありまし

た。電車は全て運行中止で、会社まで 18kmの距離

だとのこと。 

どのような指示を出しますか？ 

バイク、自転車等を活用し、出勤するように依頼 

その他のスタッフについても、出勤依頼 

13:17 ㉘Ａ自衛消防本部から、アリーナに火災が表示され、

消火班が確認に出場したとの報告がありました。 

どのような指示を出しますか？ 

○早急なお客様の屋外避難誘導

○警備員を活用し、22ゲート前にＡ内から避難者が出て

くるので、すでにいるお客様・避難者を風ビアの側に

誘導

13:20 ㉙Ａ自衛消防本部から無線機で、消火班長の報告によ

れば粉末消火器による初期消火失敗、屋内消火栓に

切り替えるとの報告がありました。 

どのような指示を出しますか？ 

○安全確保の上、屋内消火栓による消火

○避難誘導の状況を報告

13:21 ㉚Ａ自衛消防本部から無線機で、アリーナの転倒した

屋台から出火し、付近の屋台等へ延焼中との報告が

ありました。 

どのような対応を指示しますか？ 

U○放水銃による消火。U水損に注意 

13:22 ㉛Ａ自衛消防本部からアリーナへ放水銃による放水

開始の報告あり。 

どのような対応を指示しますか？ 

○水損に注意

13:24 ㉜Ａ自衛消防本部から無線機で、放水銃の放水により

アリーナの消火成功との報告がありました。どのよ

うな指示を出しますか？

○排煙を継続

○残火確認

U○放水銃のセンサーを ONにするとともに、防災センター

でカメラ及びセンサーによる警戒を継続 
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13:27 ㉝Ａ自衛消防本部から無線機で、アリーナからスタン

ド席に誘導した 10,000 人とスタンドにいた 3,000

人合わせて 13,000 人のお客様を屋外へ避難完了と

の報告がありました。 

どのような対応を指示しますか？ 

○逃げ遅れ等の最終確認

○22ゲート前において、避難者の怪我等の状況を確認

○本部長とＦの開放について相談

13:30 ㉞Ｈ自衛消防本部から、現在地震による館内の被害な

しとの報告がありました。 

どのような指示を出しますか？ 

○お客様への対応について、報告

○応援の人員、病院搬送班の増員などを検討開始

13:47 ㉟Ｄ自衛消防本部から、ジェットコースター及び大観

覧車等に取り残された乗客の救出は概ね終了した。

救出したお客は 22 番ゲート前に誘導するとの報告

がありました。 

どのような指示を出しますか？ 

○22ゲート前ではなく、応急救護所に誘導し、健康状態

等を看護師に確認

14:47 ㊱消防隊の指揮隊長が災害対策本部へ到着しました。

どのような報告をしますか？ 

○これまでの災害状況と災害対策本部と自衛消防隊の活

動状況を報告
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【表３】空港

※赤字下線部は、超大規模防火対象物（空港）に特徴的な事象

想定

時間 
コントローラーの想定付与 想定される隊長の対応 

12:00 ①１月 21日（月）12:00

東京湾を震源地とする震度５強の地震が緊急地震速

報の直後に発生しました。

どのような指示を出しますか？

○副隊長に次の指示

・被害状況確認

・けが人の確認

U・一時避難場所の安全を確認のうえ、来館者に対し姿勢を

低くして頭を守り一時避難場所への避難指示

・Uデジタルサイネージの災害モード（日本語・英語）への

自動での切替確認指示 

12:03 ②総合操作盤にマーケットプレイス５階エアーサイド

の火災が表示されました。

どのような指示を出しますか？

○「●●●隊」に対応指示（火点確認。消火器、マスター

キー、携帯無線機の携行）

○副隊長に、総合操作盤の図面での確認とトレンドの確認

を指示

12:04 ③５階「△△△（飲食店）」の地区隊長から内線電話で、

とんかつ店厨房の油鍋から出火したとの報告があり

ました。

どのような指示を出しますか？

○「●●●隊」に負傷者等のさらに具体的な情報を報告す

るよう指示 

○火災断定、通報連絡班長に 119通報及び館内放送の指示

「●●●隊」に初期消火、逃げ遅れ、けが人の確認を指

示

12:05 ④消火班長から無線機で、５階エアーサイド「△△△

（飲食店）」厨房付近延焼中との報告がありました。 

どのような指示を出しますか？

U○館内放送で、５階の各地区隊に初期消火・避難誘導協力

を指示 

○５階から７階の避難誘導を指示

○副隊長に、次の指示

・５階の空調機の停止
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⑤５階及び６、７階に非常放送が流れました。どのよ

うな対応を指示しますか？

○次の館内放送を指示

・５階から７階の来館者は自衛消防隊員の指示に従って避

難開始 

U・それ以外の階の来館者は指示があるまでその階に留まる

よう指示 

⑥消防本部指令室から、地震による火災多発のため消

防隊の到着遅れるとの連絡がありました。

どのような対応を指示しますか？

○副隊長に次のとおり指示

・当面自衛消防隊のみで対応するよう指示

・逃げ遅れの有無確認について連絡するよう指示。

⑦消火班長から無線機で、粉末消火器により油鍋焼損

で消火成功、けが人なしとの報告がありました。

どのような指示を出しますか？

○消火班長に次の指示

・「●●●隊」に後は本部隊に任せ、避難

・残火処理の徹底

⑧避難誘導班長から無線機で、５階の避難者２名が天

井板落下により頭部受傷、なお歩行可能との報告が

ありました。どのような対応を指示しますか？

○応急救護班長に５階へ対応を指示

⑨応急救護班長から無線機で、けが人２名の処置終了

との報告がありました。どのような対応を指示しま

すか？

○応急救護班長に１階空港診療所への搬送を指示

⑩避難誘導班長から無線機で、５階避難誘導完了との

報告がありました。どのような指示を出しますか？

○避難誘導班長に、続いて６階以上の来館者避難誘導を

指示

⑪３階エレベーター（ＥＶ２２）に男性１名が閉じ込

められているとの通報がありました。

どのような指示を出しますか？

○副隊長に次の指示

・警備員を３階エレベーターへ向かわせるとともに、イン

ターホンで状況確認及び声掛けの継続を指示

・施設管理センターに対応を要請
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12:20 ⑫１月 21日（月）12:20

東京湾を震源地とする震度６弱の地震が緊急地震速

報の直後に発生しました。

どのような指示を出しますか？

○副隊長に次の指示

・被害状況確認

・けが人の確認

U・来館者に対する二次避難場所への避難指示

12:22 ⑬総合操作盤にマーケットプレイス３階エアーサイド

の火災が表示されました。

どのような指示を出しますか？

○消火班長に出場指示（火点確認、消火器、マスターキー、

携帯無線機の携行）

○副隊長に、総合操作盤の図面での確認とトレンド P

※
Pの確

認を指示
（※トレンドとは、感知器の火災感知状況をいう。） 

12:23 ⑭マーケットプレイス３階「□□□（飲食店）」の地区

隊長から非常電話で、客席付近から出火し、燃えて

いるとの報告がありました。

どのような指示を出しますか？

○火災断定、通報連絡班長に 119通報及び館内放送の指示

○「●●●隊」に初期消火と避難誘導の指示

○「●●●隊」に初期消火を指示。また、逃げ遅れ、けが

人の確認を指示

U○館内放送で、マーケットプレイス３階の各地区隊長に初

期消火・避難誘導協力を指示 

○「●●●隊」に、次の指示

・３階の空調機の停止

○「●●●隊」に５階から転戦指示

U〇火点を中心に防火シャッターによる防火区画の形成を

指示 

○「●●●隊」に５階から転戦指示

・３階及び４階から７階の避難誘導

○火災確認の館内放送を指示
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⑮「●●●隊」から無線機で、マーケットプレイス３

階「□□□（飲食店）」延焼中との報告がありました。 

どのような対応を指示しますか？

○「●●●隊」に初期消火を指示。また、逃げ遅れ、けが

人の確認を指示

⑯「●●●隊」から無線機で、３階の火災、粉末消火

器による消火失敗、延焼拡大中との報告がありまし

た。どのような対応を指示しますか？

○「●●●隊」に屋内消火栓による初期消火を指示

⑰消防本部指令室から、地震による空港周辺の橋落下

のため消防隊到着不可能との連絡がありました。ど

のような対応を指示しますか？

○副隊長に次のとおり指示

・自衛消防隊のみで対応することを指示

・消火班長にもその旨連絡するよう指示

⑱３階及び４階に非常放送が流れました。どのような

対応を指示しますか？

○３階及び４階へ次の館内放送を指示

・３階から７階の来館者は自衛消防隊員の指示に従って

避難

⑲「●●●隊」から無線機で、屋内消火栓により消火

成功、けが人なしとの報告がありました。どのよう

な指示を出しますか？

○「●●●隊」に次の指示

・地区隊に後は本部隊に任せ、避難

・残火処理の徹底

⑳「●●●隊」から無線機で、３階出火場所の防護区

画形成完了との報告がありました。どのような指示

を出しますか？

U○「●●●隊」に、防護班の協力を得て、２階以下に避難

していない来館者で、階段による速やかな避難が困難な者

等の安全防護区画への避難誘導を指示 

㉑「●●●隊」から無線機で、３階避難誘導完了との

報告がありました。どのような指示を出しますか？ 

○「●●●隊」に、続いて４階の来館者避難誘導を指示

12:30 ㉒気象庁から東京湾（内湾）における大津波警報が発

表され、その後、非常放送が流れました。 

どのような指示を出しますか？ 

○「●●●隊」に、次の指示

・避難中の在館者に、津波の危険があることから１階及び

屋外への避難を禁止させる。

・ターミナルビル１階及び地階の来館者を２階へ避難させ 

る。 
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・ターミナルビル２階以上の在館者については、それ以上

の上層階への移動は不要である。

㉓避難誘導班長から無線機で、二次避難場所の屋外駐

車場Ｐ１南側タクシープール、Ｐ２北側バスプール

はすでに多数の避難者がいるとの報告がありまし

た。どのような指示を出しますか？ 

○「●●●隊」に指示

・屋外の駐車場に避難している避難者を直ちに各駐車場の

３階以上に避難させる。 

㉔「●●●隊」から無線機で、屋外からターミナルビ

ルへ退避してくる避難者と、火災により上階から避

難してくる避難者とで階段付近が混雑し、２次災害

危険があるとの報告がありました。どのような指示

を出しますか？

○「●●●隊」に指示

・ターミナルビル２階以上にいる避難者は２階以上に留ま

るように誘導 

・１階及び地階からの避難者には「大津波避難扉」を活用

し、屋外避難者を２階へ避難誘導

U・「率先避難者 UP

※
PU」を活用し、円滑な避難誘導を実施 

（※「率先避難者」とは、声を出し率先して避難することで来館者を

安全な場所へ避難誘導する従業員。） 

12:38 ㉕避難誘導班長から無線機で、津波警報に伴う避難に

ついては、全員２階以上に避難完了したとの報告が

ありました。どのような指示を出しますか？ 

○避難誘導班長に指示

・逃げ遅れ者の確認

・受傷者の有無確認

・火災再発、ガス漏れ等の警戒
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【表４】超高層複合用途駅ビル 

※赤字下線部は、超大規模防火対象物（超高層複合用途駅ビル）に特徴的な事象

想定時間 コントローラーの想定付与

12:00 

①１月 30日（水）12:00

○○地方に緊急地震速報に引き続き、震度５強の地震が発生しました。

どのような指示を出しますか？

12:02 

②中央監視卓から、電気、ガス、水道の支障なし・エレベーター閉じ込めなし・エレベーター一部は地震管

制運転後停止・エレベーター一部は地震管制運転後自動復旧運転再開・エスカレーターは稼働中との報告

ありました

どのような指示を出しますか？

12:03 
③各地区隊長より、店舗の什器等の転倒あるものの、被害は軽微、避難経路は安全との報告がありました。 

どのような指示を出しますか？

12:04 

④総合操作盤に、百貨店１階北側に火災レベル１の、続いてレベル２の火災が表示され、出火ブロックに発

報放送が流れました。

どのような指示を出しますか？

12:05 

⑤百貨店防災から、火災確認スイッチが押され、非常電話で百貨店１階北側フードコーナー厨房が延焼中と

の報告がありました。U火災レベル３により、出火階、上階、隣接ブロックに非常放送が流れました。

どのような指示を出しますか？
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12:05 
⑥消防本部指令室から、地震による火災多発のため消防隊の到着遅れるとの連絡がありました。

どのような対応を指示しますか？

12:05 
U⑦駅防災センターから、百貨店１階出火に伴い、隣接区域へ自衛消防隊出場の連絡が入りました。

Uどのような指示を出しますか？ 

12:06 

⑧百貨店防災から１階北側フードコーナーの火災は消火器により厨房若干で焼損で消火成功との報告があ

りました。

どのような対応を指示しますか？

12:06 

⑨Ｂビル巡回中の警備員から無線機で、40 階オフィスの天井板落下により３人の社員が頭部を受傷したと

の連絡がありました。

どのような指示を出しますか？

12:06 
U⑩隣接する駅防災センターから火災情報（感知器発報情報）の連絡がありました。

Uどのような指示を出しますか？ 

12:08 

⑪Ｂビル巡回中の警備員から無線機で、26 階天井のスプリンクラーヘッド１か所が地震動により損壊し、

水が激しく落下しているとの報告がありました。

どのような対応を指示しますか？

12:20 

⑫１月 30日（水）12：20

○○地方に再度震度６強の地震が発生しました。

どのような指示を出しますか？

157



12:22 

⑬中央監視卓から、電気、ガス、水道の支障なし・エレベーター閉じ込めなし・エレベーターは全部が地震

管制運転後停止復旧せず・エスカレーターは停止済みとの報告ありました。

どのような指示を出しますか？

12:23 

⑭各地区隊長より、店舗の天井落下、家具等の転倒により、大きな被害が発生。

なお、避難経路は安全との報告がありました。

どのような指示を出しますか？

12:23 

⑮総合操作盤に、Ａビルホテル 51 階宴会場に火災レベル１の、続いてレベル２の火災が表示され、出火ブ

ロックに発報放送が流れました。また、同時に U19階ホテル防災からも同様な連絡があり、警備員を出場

させたとの報告がありました。

どのような指示を出しますか？

12:24 

⑯19階ホテル防災から、地区隊長により火災確認スイッチが押され、非常電話でホテル 51階宴会場の厨房

が延焼中との報告がありました。火災レベル３により、上階ブロックに非常放送が流れました。

どのような指示を出しますか？

12:24 
⑰総合操作盤に、Ａビル 12階Ａブロック内レストランに火災レベル１の表示がされました。

どのような対応をとりますか？

12:24 

⑱総合操作盤に、Ａビル 12 階Ａブロック内レストランに火災レベル２の火災が表示され、出火ブロックに

発報放送が流れました。

どのような対応をとりますか？

12:26 

⑲ホテル防災から、ホテル 51 階宴会場の火災は消火器により厨房若干で焼損で消火成功との報告がありま

した。

どのような対応を指示しますか？
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12:26 

⑳警備員から無線機で、Ａビル 12階Ａブロック内レストランの火災は粉末消火器消火失敗との報告があり

ました。

どのような指示を出しますか？

12:28 

㉑警備員から無線機で、Ａビル 12 階Ａブロック内レストランの火災は、補助散水栓のホースがガラス破片

による切断のため消火活動不能との報告がありました。また、防火区画を形成し、スプリンクラーによる

消火を図るとの報告がありました。 

どのような指示を出しますか？ 

12:30 

㉒警備員から無線機で、Ａビル 12階Ａブロック内レストランの火災は来館者全員をそれぞれ最寄りの避難

階段へ避難誘導完了との報告がありました。 

どのような指示を出しますか？   

12:31 

㉓巡回中の警備員が無線機で、避難階段より屋外に避難した来館者１名が押されて転倒し顔面負傷との報告

がありました。 

どのような指示を出しますか？  

12:33 

㉔エレベーターかご内からの非常呼び出しで、地震による故障でオフィス 30階の床上 50cmの位置でエレベ

ーターが停止し、中に助けを求めている人がいるとの報告がありました。 

どのような対応を指示しますか？  

12:40 
㉕消防隊の指揮隊長が防災センターへ到着しました。 

どのような報告をしますか？ 
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